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序     文 
 

WHO の推計によると、アジア太平洋地域ではおよそ全人口の 15％の障害者が存在すると言わ

れており、その多くは必要なサービスを受けられず、教育や就労など社会参加の機会が制限され

ています。このような状況の改善のため、国連による「障害者の十年（1983-1992）」、UNESCAP

を中心とする「アジア太平洋障害者の十年（1993-2002）」が実施されてきました。  

現在、「第二次アジア太平洋障害者の十年（2003-2012）」が実施されている中で、その行動課題

は「びわこミレニアム・フレームワーク」として決議されています。同取り組みにおいてわが国

は指導的役割を果たしており、障害分野にかかわる国際協力においても相応の役割を果たすこと

が期待されています。 

このような背景を受け、2002 年 8 月から 2007 年 7 月までの 5 年間、わが国とタイ王国の合同

広域プロジェクトとしてタイ王国社会開発人間の安全保障省をカウンターパート（C/P）機関とし、

タイ王国及びアジア太平洋地域 30 カ国以上の障害者のエンパワメントを通じ「障害者の社会参加

と平等化の実現」をめざした「アジア太平洋障害者センター（APCD）プロジェクト」が実施さ

れ、無償資金協力によりセンター建物が 2004 年 11 月に竣工しました。 

2006 年 9 月に実施した終了時評価においては、タイ王国のみならず、アジア太平洋の多くの国

で APCD の活動が高く評価されていることが確認されました。一方で、センターの持続性に関し

ては、改善の余地があると確認され、2007 年 8 月から 2012 年 7 月までの 5 年間の計画により APCD

プロジェクトフェーズ２が開始されました。現在、長期専門家 3 名（チーフアドバイザー、ネッ

トワーク連携/人材育成、業務調整）が現地で活動中であり、各分野の技術移転については短期専

門家派遣及び研修員受け入れを中心とした協力を展開しています。 

今般、同プロジェクトの終了時評価を行うことを目的として、2012 年 2 月に調査団を派遣し、

タイ王国政府及び APCD 財団との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性に係る協議を

行いました。 

 本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開と、類似のプ

ロジェクトに活用されることを願うものです。 

ここに、本調査にご協力を賜りました関係各位に深甚なる敬意を表するとともに、引き続き一

層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 24 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部部長 萱島 信子 
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AO Associate Organization 協力団体 

APCD 
Asia-Pacific Development Center on 

Disability 
アジア太平洋障害者センター 

ASEAN Association of South‐East Asian Nations 東南アジア諸国連合 

BMF Biwako Millennium Framework びわこミレニアムフレームワーク 

CBR Community-based Rehabilitation 地域に根ざしたリハビリテーション 

CBID Community-based Inclusive Development 地域に根ざしたインクルーシブ開発 

CDSHOD 
Capacity Development of Self-help 

Organizations of Persons with Disabilities 
障害者自助団体強化ワークショップ 

DPO Disabled People's Organization 障害当事者団体 

C/P Counterpart カウンターパート 

FP Focal Point 政府調整・窓口機関 

ID Intellectual Disability 知的障害 

KM Knowledge Management ナレッジマネジメント 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MOU Memorandum of Understanding 覚書 

NEP 
National Office for Empowerment of 

Person with Disabilities 
障害者エンパワメント局 

NHE Non Handicapped Environment バリアフリー環境 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリック
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PWDs Persons with Disabilities 障害者 

TICA 

Thailand International Development 

Cooperation Agency Ministry of Foreign 

Affairs, Kingdom of Thailand 

タイ外務省国際開発協力局 

SbKM Story-based Knowledge Management ストーリーに基づく知識創造 

SHO Self-help Organization 自助団体 

UNCRPD 
United Nations Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities 
国連障害者権利条約 

UNESCAP 
United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 
国連アジア太平洋経済社会委員会 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：タイ王国 案件名：アジア太平洋障害者センタープロジェクト 

（フェーズ２） 

分野：障害者支援 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 協力金額（評価時点）：3 億 4,800 万円 

協力期間 2007 年 8 月～ 

2012年7月（5年間）

相手国機関：アジア太平洋障害者センター（Asia-Pacific 

Development Center on Disability : APCD）、社会開発・人間の

安全保障省障害者エンパワメント局（Ministry of Social 

Development and Human Security, National Office for 

Empowerment of Person with Disabilities : NEP） 

他の関連協力：タイ外務省国際開発協力局（Thailand International Development Cooperation Agency 

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand : TICA）、障害者支援分野国内支援委員会、障害分

野 NGO 等 

１－１ 協力の背景と経緯 

WHO の推計によると、アジア太平洋地域ではおよそ全人口の 15％の障害者が存在すると言われ

ているが、その多くは必要なサービスを受けられず、教育や就労など社会参加の機会が制限され

ている。このような状況の改善のため、国連による「障害者の十年（1983-1992）」、国連アジア

太平洋経済社会委員会（United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific：

UNESCAP）を中心とする「アジア太平洋障害者の十年（1993-2002）」が実施されてきた。現在、

「第二次アジア太平洋障害者の十年（2003-2012）」が実施されており、その行動課題は「びわこ

ミレニアム・フレームワーク」として決議されている。同取り組みにおいて、わが国は指導的役

割を果たしており、障害者支援分野にかかわる国際協力においても相応の役割を果たすことが期

待されている。 

 このような背景を受け、2002 年 8 月から 2007 年 7 月までの 5 年間、わが国とタイ王国（以下、

「タイ」と記す）の合同広域プロジェクトとしてタイ国社会開発人間の安全保障省をカウンター

パート（Counterpart：C/P）機関とし、タイ及びアジア太平洋地域 30 カ国以上の障害者のエンパ

ワメントを通じ「障害者の社会参加と平等化の実現」をめざした「アジア太平洋障害者センター

（APCD）プロジェクト」が実施され、無償資金協力によりセンター建物が 2004 年 11 月に竣工

した。 

 2006 年 9 月に実施した終了時評価において、おおむね想定していた成果は達成されていること

が確認されたが、センターの持続性に関して改善の余地があると確認されたため、2007 年 8 月か

ら 2012 年 7 月までの 5 年間の計画によりフェーズ２が開始された。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

＜目標＞ 

アジア太平洋地域において、次の点が促進される。 

①障害者のエンパワメント 
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②「障害者が権利を保障され非障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」を促

進するために、APCD の活動を通じて障害当事者／障害者支援組織の活動が強化される 

 

＜指標・目標値＞ 

1) 障害当事者/障害者支援団体により、地域ネットワークや連携のメカニズムが導入・強

化される。 

2) フォーカルポイント（政府調整・窓口機関（Focal Point：FP））と協力団体（Associate 

Organization：AO）により①障害者のエンパワメントと、②「障害者が権利を保障され

非障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」が促進される。 

3) FP や AO と作成した行動計画が増える。 

 

(2) プロジェクト目標 

＜目標＞ 

アジア太平洋地域において、①障害者のエンパワメント、②「障害者が権利を保障され非

障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」の促進に向けて、APCD が、障害当

事者組織と各国政府を含む障害者支援組織の連携を促進する地域センターとして機能する。 

 

 ＜指標・目標値＞ 

1) APCD に言及した公式文書や宣言の数   

2) 草の根レベルの組織も含めた障害当事者組織と障害者支援組織により APCD が認知さ

れている数 

  

(3) 成果 

 ＜成果１＞  

APCD、政府調整・窓口機関（FP）、協力団体（AO)、及びその他の関連組織との間で、よ

り効率的で持続的な連携が進展する。 

＜指標・目標値＞ 

1) 2009 年 8 月までに 7 つのフォーカルポイント政府機関が役割について文書で合意する。 

2) 2009 年 8 月までに 30 の協力団体が役割について文書で合意する。 

3) 2009 年 8 月までに 30 の行動計画が作られ、そのうち 60％がフォーカルポイント政府機

関と/または協力団体とともに実施される。 

4) 地域に根ざしたリハビリテーション（Community-based Rehabilitation：CBR）、バリアフ

リー環境（Non Handicapped Environment：NHE）、ナレッジマネジメント（Knowledge 

Management：KM）などある特定分野における 3 つのリージョナルネットワークが構築・

強化される。 

5) ネットワーク連携をめざし 10 のリージョナルトレーニングと 10 のフォローアップ活動

が行われる。 

6) 2012 年までにサブリージョナルなネットワークと連携を促進するためにサブリージョ

ナルワークショップが 5 回開催される。すべての成果とインパクトが記録され、文書化

され、広く共有される。 
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7) FP や AO、ステークホルダーと連携し、グットプラクティスや有益情報を取りまとめた

ドキュメントが 30 できる。 

8) APCD の活動参加者の 60％がコミュニケーションのアクセシビリティーに満足する。 

9) 研修受講者の 80％が満足している。 

10) 研修参加者の 70％が、学んだことを共有し、活動のイニシアティブをとり、または、活

動を強化する。 

 

＜成果 2＞ 

国際的な活動を継続するため APCD の運営管理能力が強化される。 

 ＜指標・目標値＞ 

1) APCD マスタープランが APCD 財団によって承認される。 

2) APCD マスタープランの進捗報告書が APCD 財団によって承認される。 

3) APCD の活動成果を示す年報が毎年発出される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

1) 日本側 

専門家：長期専門家 9 名、短期専門家延べ 17 名 

機材供与：なし 

本邦研修：延べ 18 名 

現地業務費：約 3,900 万バーツ（一般業務費、出張旅費、物品購入、通訳・翻訳費など） 

2) 相手国側 

カウンターパート人員の配置：13 名（終了時評価時） 

施設及び資機材の提供：APCD 内事務用スペース及び備品 

ローカルコスト：約 2,300 万バーツ（職員給与、施設管理費などの通常経費を除く） 

 

２．評価調査団の概要 

調査団員 担当分野 氏 名 所 属 

総括/団長 近藤 貴之 JICA 人間開発部 社会保障課 課長 

障害者 

ネットワーク 

松井 亮輔 法政大学 名誉教授 

障害者 

エンパワメント 

中西 由起子 アジア・ディスアビリティ・インスティテュート

代表 

協力企画 西村 愛志 JICA 人間開発部 社会保障課 

総括補佐 池田 直人 JICA 人間開発部 社会保障課 

評価分析 出口 武智郎 オフィス・ディー 

評価分析 西村 久美子 株式会社コーエイ総合研究所研究員 

調査期間 2012 年 2 月 1 日～2 月 23 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 投入 

  日本側、タイ側とも計画どおりの投入が行われた。 

 

(2) 成果の達成状況 

成果 1：APCD、政府調整・窓口機関（FP）、協力団体（AO）、及びその他の関連組織との間

で、より効率的で持続的な連携が進展する。 

成果 1 はその目標をほぼ達成していると判断できる。 

プロジェクト期間中、フェーズ 1 の成果に追加する形で 12 の政府調整・窓口機関（FP）

と 40 の障害当事者/協力団体（AO）が APCD との覚書に署名しており、APCD の活動の広

がりを示している。また、数多くの研修/ワークショップ/セミナーが APCD のファシリテー

ションにより国際レベル、国レベル、草の根レベルと多岐にわたり実施された。さらに、4

つのリージョナルネットワークが構築・強化されたことも、本プロジェクトの成果である。 

加えて、APCD のナレッジマネジメント機能が強化され、「変革の担い手」としての障害

当事者の活動成果をとりまとめた出版物や DVD が 57 種作成された。出版物作成にあたって

は、ストーリーに基づく知識創造（Story-based Knowledge Management: SbKM）の手法が用

いられ、障害当事者が作成のプロセスにかかわることに重きが置かれた。これら出版物は、

障害当事者が持つユニークな知識・経験を行政官含む関係者と共有するツールとなってい

る。 

 

成果 2：国際的な活動を継続するため APCD の運営管理能力が強化される。 

成果 2 についても、その目標をほぼ達成していると判断できる。 

中間レビュー時の提言に基づき、マスタープランが作成され、2011 年 5 月 3 日には APCD

財団運営委員会により承認された。また進捗報告書は終了時評価時点では提出されていない

ものの、作成中とのことであった。また、2011 年度には年報が発行された。 

 

(3) プロジェクト目標達成の見込み 

APCD が障害関連組織間の連携を促進する地域センターとして機能していることを終了

時評価調査において確認した。プロジェクト期間中に策定された 13 の公式文書/宣言におい

て APCD が言及されており、APCD はその過程に主要メンバーとしてかかわっている。また、

評価調査中の聞き取り調査によると、草の根レベルの組織も含めた障害当事者組織と障害者

支援組織において、高い割合で APCD が認知されていることが確認された。フェーズ 2 開始

時に、プロジェクト目標の達成度の確認においては、連携が促進された実例及びそのインパ

クトを評価することとしていたが、APCD のファシリテーションにより連携が促進された具

体事例が数多く確認されている。（連携が促進された事例詳細はミニッツの Annex 14 を参

照）。 

 

(4) 上位目標達成の見込み 

APCD がネットワークを有する多様な関係機関との協働により、①障害者のエンパワメン
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ト、②「障害者が権利を保障され非障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」

の実現を促進するためのネットワーク及び連携活動が既に数多く実施されている。また、障

害当事者/支援組織によりニーズに基づいた地域連携活動が進められ、強化されており、こ

れら活動は障害運動やインクルーシブ開発の促進に寄与している。加えて、APCD は国連機

関や市民社会、民間セクターを含む多様な機関との連携も図っている。これらの実績により、

APCD は上位目標達成に向け漸進していると判断できる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

＜政策＞ 

2010 年実施の中間レビュー調査団が本プロジェクトはタイ政府の政策に合致していると

評価した理由に挙げた“障害者の生活の質発展計画 No.3 2007-2011”などの障害問題に取り組

む政府の姿勢は、現在でも維持されている。中間評価以降も、アジア太平洋地域諸国での国

連障害者権利条約（United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities： 

UNCRPD）に署名又は批准する国は増加しており、同地域において、障害問題は今後も重要

課題の 1 つである。また、本プロジェクトの目標は、南南協力を促進し、社会的弱者支援の

強化という日本政府及び JICA の開発戦略に合致している。 

＜ニーズ＞ 

APCD は、過去の研修参加者の活動をフォローするためのスタッフの能力と知識を必要と

しており、プロジェクトはスタッフの本邦研修を実施し、研修管理に関する短期専門家を派

遣した。 

APCD は、障害当事者とその家族及び支援者のニーズである“障害者組織及び同支援組織

間のネットワークと協力関係の促進”を、その仲介者として、プロジェクトの活動を通じて

実施している。 

＜アプローチの方法＞ 

APCD が、アジア太平洋地域における障害に関する地域センターとして機能し続ける事へ

の期待は大きい。フェーズ１の終了時評価の提言に対応し、本プロジェクトは、知的障害及

び聴覚障害のインクルージョンを強調する活動から開始した。これら 2 種の分野でプロジェ

クトが経験を積んだ後に、プロジェクトはその活動分野をクロス・ディスアビリティーへと

発展させた。 

 

(2) 有効性：高い 

中間レビュー調査においては、プロジェクト目標及び成果１の達成度が期待される一方

で、成果 2 の達成が懸案となっていた。今般の調査で、プロジェクト目標及び成果１の達成

に加え、中間レビュー調査の結果、活動に加えられた APCD マスタープランの作成等が実施

されていることが確認された。 

 

(3) 効率性：高い 

プロジェクトは障害者のニーズに合ったアプローチで障害者をインクルージョンしなが

ら進行され、成果 1 と成果 2 の両方を達成している。前半では、フェーズ１終了時評価で提
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言された知的障害と聴覚障害に重心を置いて専門家を投入し、後半では、職員及びリソース

パーソンの技能を高めるための研修監理の専門家を投入し、メリハリのある効率的なプロジ

ェクト運営がなされた。明確な条件に基づき人選された対象者がカウンターパート研修に参

加し、研修参加者は習得した知識と技術を、広く所属組織内で共有した。また、プロジェク

ト運営費は適切な時期に投入され、プロジェクトの活動を効率的に支援した。 

 

(4) インパクト：高い：多くの正のインパクトが確認されている。 

APCD によるファシリテーションにより実施された諸活動を通じ、アジア太平洋地域にお

いて以下を含む数多くの正のインパクトの発現が確認された。 

・ ＜研修の効果＞APCD 研修に参加した多くの FP や AO が、習得した技術や知識を活用

し新たな活動を始めている。 

・ ＜ファシリテーションの効果 ＞ パキスタンやパプアニューギニアにおいて、ミッショ

ン派遣や FP/AO と協働で実施したセミナーにより、UNCRPD に対する政府高官を含む

関係者の意識が高まり、批准/署名が実現した。 

・ ＜出版物の効果 ＞ FP/AO を含む関係機関と協働し、「変革の担い手」としての障害当

事者によるグッドプラクティスを数多くまとめ、出版した。ナレッジマネジメントの原

則に基づき作成されたこれら出版物は、障害分野の関係機関だけではなく、ビジネスパ

ートナーからも高い評価を受け、インクルーシブでバリアフリーな社会の促進に寄与し

ている。 

・ APCD は国連機関を含む国際レベルのパートナーと連携し、政策レベルの障害運動促進

に貢献してきた。APCD は、アジア太平洋地域において障害者の権利保障を促進する重

要な機関であることが国際機関の間で認知されており、APCD がかかわった数多くの公

式文書がそれを示唆している。 

・ OECD 及び世界銀行により「南南協力の好事例」として APCD が認められた。 

 

(5) 持続性：ある程度の持続性が確保されている。 

1) 政策面 

「びわこミレニアム・フレームワーク」及び「びわこプラス・ファイブ」の中で、APCD

はアジア太平洋地域の障害者のエンパワメントと社会のバリアフリー化促進を担うセン

ターとして公式に位置付けられており、APCD はその機能を強化してきた。第 1 の活動優

先地域は大メコン地域、第 2 はアセアン諸国、第 3 は南アジア地域である。 

2) 組織面 

・ APCD 財団の監督の下、APCD は組織機能を強化してきた。 

・ 情報共有やフォローアップ活動を通じ、AO とのパートナーシップ関係は保たれてい

る。他方、多くの FP の代表者は他部署への異動が避けられず、FP との関係を保つの

は困難な状況である。 

3) 技術面 

APCD 職員は十分な業務遂行能力を備えている。また、仕事に対し高い意欲とコミット

メントを持っている。 
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4) 財政面 

・ NEP からの拠出金は当面継続される見込みである。 

・ 日本財団とプロジェクト契約を締結した他、他の NGO 等と資金協力につき交渉を行

っている。 

5) 関連組織との協力関係 

APCD の役割は国連機関により認知されている。また、UNESCAP や WHO との協力関

係を持っており、それらの関係はこれからも継続するものと推察される。 

 

３－３ 結論及び提言 

(1) 結論 

1) プロジェクト目標は達成された。 

APCD はアジア太平洋地域における障害と開発の地域センターとして機能している。ま

た APCD のファシリテーションにより、アジア太平洋 CBR ネットワーク、東南アジア諸

国連合（Association of South‐East Asian Nations：ASEAN）自閉症ネットワーク、エンパ

ワメント・カフェ、そして南アジア障害フォーラムを含む様々なネットワーク基盤が設立

された。 

2) 顕著なインパクトの発現が確認された。 

パプアニューギニアやパキスタンでの UNCRPD の署名/批准に代表されるように、顕著

なインパクトが数多く発現している。 

3) 継続したフォローアップが必要である。 

プロジェクト期間中に培ったネットワーク基盤や人的・情報資源が有効に機能するため

には、APCD からの継続的なフォローアップが必要である。 

 

(2) 提言 

1) 「新アジア太平洋障害者の 10 年(2013-2022)」における国際的連携の強化 

APCD、社会開発・人間の安全保障省、JICA、APCD の FP 及び AO 間の国際的連携を、

特に計画中の「新アジア太平洋障害者の 10 年」のフレームワークにおいて、UNESCAP

とのパートナーシップの下、更に強化する事を提言する。 

2) 地域に根ざしたインクルーシブな開発（Community-based Inclusive Development：CBID）

活動の促進 

プロジェクト・フェーズ２において力を入れて活動してきた CBR／CBID に係る活動に

対し、JICA が引き続き APCD 及び社会開発・人間の安全保障省との連携を継続する事を

提言する。 

3) APCD の活動に対するタイのステークホルダーの協力の促進 

社会開発・人間の安全保障省、タイの障害当事者及び産業界が APCD との連携に活発に

参加する事を奨励するため、リソースパーソン、アドバイザー、プロジェクトパートナー

としてのそれらステークホルダーの協力を促進する事を提言する。しかしながら、APCD

のマンデートである国際的立場には留意が必要である。 

4) APCD 施設の活用 

APCD のパートナーのニーズに合わせ、APCD の事務棟及び研修棟を更に活用すること



viii 

を提言する。APCD 建物の設立の目的に沿って、JICA の障害及び開発の国際研修を APCD

の施設で実施する事も提言する。 

5) より多様な障害者の参加 

精神障害者などこれまで APCD 活動への参加が限定的であったグループが APCD の活

動により多く参加できるようにすることを提言する。 

 

３－４ 教訓 

1) JICA 専門家の派遣においては、カウンターパートの能力の向上に応じて、必要な専門性

が考慮されるべきである。 

2) フェーズ１及びフェーズ２を通して蓄積された人的・情報資源並びに構築されたネットワ

ークは、APCD の重要な資産であり、今後の活動においてもさらに有効活用されるべきもの

である。 

3) タイ、ミャンマー、及びカンボジアにおける自助グループのエンパワメントのため、知的

障害当事者がリソースパーソンとして派遣され、活躍したことは画期的な事例である。 

4) APCD のナレッジマネジメント活動としての記録作成により、効果的に知見を蓄積し、関

係機関と共有することができた。また、フィリピンの SM スーパーモール（ショッピングモ

ール）やマレーシアのエア・アジア、ASEAN TV を含む民間セクターとの連携により、APCD

の認知度を広域に向上させることに成功した。 

5) APCD のファシリテーションにより、障害当事者団体、政府、そして UNESCAP や WHO

を含む国際機関の有機的な連携が促進され、その結果として各国の障害政策が策定された。 
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評価調査結果要約表（英文） 
1．Outline of the Project 

Country: Thailand Project Name: Asia-Pacific Development Center on Disability 

(APCD) Project, Phase 2 

Sector: Support of Persons with 

Disabilities 

Type of Cooperation: Technical Cooperation Project 

Department 

in Charge: 

Human Development 

Department 

Amount (At the time of Evaluation): 348 million yen 

Period of 

Cooperation 

Aug. 2007 – Jul. 2012 

(Five years) 

Partner Country’s Organization: 

Asia-Pacific Development Center on Disability(APCD), 

Ministry of Social Development and Human Security, National 

Office for Empowerment of Person with Disabilities(NEP) 

Other Related Agencies / Organizations Thailand International Development Cooperation 

Agency(TICA), JICA’s Disability Issue Support Committee and 

Disability related NGOs  

1-1 Background of the Project 

It is estimated that there are around 600 million persons with disabilities (approx. 15 % of total 

population) living in the Asia-Pacific region. Many of them have less access to services such as education 

and/or employment. To improve such situation to them, “UN Decade of Disabled Persons (1983-1992)” 

and UNESCAP “the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (1993 – 2002)” have been started 

accordingly. Currently “The 2nd Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (2003 – 2012)” is 

rigorously observed to implement “the Biwako Millenium Framework (BMF) for Action Towards an 

Inclusive, Barrier-Free and Right-Based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific”. 

The Government of Japan took the initiative in BMF and has been expected to play a commensurate role 

in international cooperation in areas related to Persons with Disabilities. 

In this context, Japan-Thailand Regional Technical Cooperation Project for Asia-Pacific Development 

Center on Disability in Thailand (hereinafter referred to as “APCD Project”) had been implemented from 

August 2002 to July 2007. While The APCD Project aimed the realization of social participation and 

equal opportunities of Persons with Disabilities through the empowerment of Persons with Disabilities in 

more than thirty countries of Asia-Pacific region including Thailand, the APCD building was established 

on November 2004 by Grant Aid of the Government of Japan. 

In September 2006, Terminal Evaluation team has recognized the expected achievement of the APCD 

Project. However, it was recommended that the sustainability of APCD should be further strengthened. 

Based on the recommendations and the request from the Government of Thailand, the APCD Project 

Phase 2 has been initiated from August 2007 to July 2012 for 5 years.  

 

1-2 Summary of the Project 

(1) Overall Goal 

Following points are strengthened by the support of APCD Project; 
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1) Empowerment of Persons with Disabilities 

2) Promotion of inclusive, barrier-free and rights-based society  

-Indicators;  

1) Regional networks and collaboration mechanisms are initiated/strengthened by organizations 

of/for Persons with Disabilities. 

2) Activities to promote an inclusive, barrier-free and rights-based society and empowerment of 

Persons with Disabilities are initiated and conducted by Focal Points Organizations (FPs)/ 

Associate Organizations (AOs). 

3) The number of Action Plans with FPs / AOs is increased. 

 

(2) Project Purpose 

APCD is able to function as a regional center to facilitate networking and collaboration among 

organizations of/for Persons with Disabilities towards an inclusive, barrier-free and rights-based society 

and empowerment of Persons with Disabilities in the Asia-Pacific region. 

-Indicators;  

1) The number of salient documents /declarations on disabilities to recognize APCD as a functional

 regional center. 

2) The number of organizations of/for Persons with Disabilities (including grass-roots 

organizations) to recognize APCD as a functional regional center.  

(3) Outputs 

＜Output 1＞ 

More effective and sustainable networking and collaboration are developed among APCD, FPs, AOs and 

other relevant organizations. 

-Indicators;  

1) 7 selected FPs agree to their roles in documents by Aug. 2009. 

2) 30 AOs agree to their roles in documents by Aug. 2009. 

3) 30 Action Plans are prepared by Aug.2009 and 60% of the Plans are conducted together with FPs 

and/or AOs by 2012. 

4) 3 regional networks on specific areas are developed and strengthened (Community Based 

Rehabilitation [CBR], Non-Handicapped Environment [NHE], Knowledge Management 

[KM]  etc). 

5) 10 regional trainings and 10 networking collaboration follow-up activities are conducted to 

strengthen regional networks. 

6) 5 sub-regional workshops are conducted to facilitate sub-regional networking and collaboration 

in  the Asia-Pacific region by 2012. All outputs and impacts are documented and widely 

shared. 

7) 30 documents on good practices and useful information are developed with FPs, AOs and 

stakeholders, and widely shared in collaboration. 

8) 60% of participants of APCD’s activities are satisfied with communication accessibility. 

9) 80％ of participants are satisfied with training courses. 
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10) 70% of ex-participants share their learning and initiate or strengthen their activities. 

 

＜Output 2＞ 

The managerial and administrative capacity of APCD to sustain the internationalized activities is 

strengthened. 

-Indicators:  

1) The APCD Master Plan is approved by the APCD Foundation. 

2) APCD's progress report on the Master plan is approved by the APCD Foundation. 

3) An annual report to show the APCD's performance is published every year. 

 

(4) Input（At the Time of Evaluation） 

1) Japanese side 

Expert: Long Term Experts 9 persons / Short Term Experts 17 persons (gross total) 

Equipment:   N/A 

Training in Japan:  18 persons (gross total) 

Local Operation Expenses: 39.2 million Bahts (general operating cost, travel cost, goods, 

translator/interpreter fee etc) 

2) Thai side 

Counterpart:  13 persons (at the Time of Evaluation)  

Facility / equipment   APCD Building and necessary equipment for the Project 

Local Operation Expense: 23 million Bahts 

2．Outline of the Terminal Evaluation Team 

Team members Title Name Position / Organization 

Team Leader 

 

Takayuki 

Kondo 

Division Leader, Social Security 

Division, Human Development 

Department JICA 

Network of Persons with 

Disabilities 

Ryosuke 

Matsui 

Emeritus Professor, Hosei University 

Empowerment of Persons 

with Disabilities 

Yukiko 

Nakanishi 

Representative, Asia Disability Institute

Cooperation and Planning  

 

Megushi 

Nishimura 

Social Security Division, Human 

Development Department JICA 

Leader Assistant 

 

Naoto 

Ikeda 

Social Security Division, Human 

Development Department JICA 

Evaluation / Analysis Fujio 

Deguchi 

Office-D 

Evaluation / Analysis Kumiko 

Nishimura 

Koei Research Institute International 

Corp. 

Period of the 

Evaluation 

Feb. 1, 2012 – Feb. 23, 2012 Type of Evaluation: 

Terminal Evaluation 
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3．Summary of Evaluation 

3-1 Performance 

(1) Input 

Planned inputs were made by Japanese and Thai side. 

 

(2) Achievement of Outputs 

1) Output 1: More effective and sustainable networking and collaboration are developed among APCD, 

FPs, AOs and other relevant organizations. 

Output 1 was almost achieved: Twelve FPs and forty AOs signed the Memorandum of Understanding with 

APCD during the Project Phase 2. It shows the expansion of APCD’s activities. Many trainings / 

Workshops / Seminars were conducted at international / national / grassroots level by APCD’s facilitation. 

In addition to these activities, four regional networks were established and strengthened by APCD. As for 

capacity of APCD itself, the knowledge management skill was strengthened and fifty-seven documents 

and DVDs related to the activities of Persons with Disabilities as Agents of Changes were published. The 

method of Story-based Knowledge Management (SbKM) was adopted for making documentations, which 

focused on the participation of Persons with Disabilities in the documentation processes. These 

documents are utilized to share the unique knowledge and experience of Persons with Disabilities with 

other stakeholders including the government officials. 

 

2) Output 2: The managerial and administrative capacity of APCD to sustain the internationalized 

activities strengthened.  

Output 2 was almost achieved. Based on the recommendation of Mid-Term Review, a Master Plan was 

made and approved on May 3, 2011 by APCD Executive Committee. While APCD’s annual report was 

published in the year 2011, the progress report of the Master Plan was not submitted yet, but is being 

prepared. 

 

(3) Expectation of the achievement of Project Purpose 

The Terminal Evaluation Team confirmed that APCD was functioning as a regional center to promote the 

network among disability related organizations. During the project period, thirteen salient documents and 

declaration were developed, which mentioned APCD. APCD participated in the developing process of 

these documentation and declaration as a key stakeholder. On the other hand, the result of interview with 

grassroots disability related organizations, showed the high recognition of APCD among them. The 

indicator of the project purpose was the actual cases and its impact related to the promotion of the 

networking. Through APCD’s facilitation, many cases contributing the promotion of networking were 

found.  

 

(4) Expectation of the Achievement of Overall Goal 

 Through the cooperation between APCD and the related organization in various fields, many network 

and collaboration activities had been conducted to promote 1) Empowerment of Persons with Disabilities 
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and 2) the realization of inclusive, barrier-free and rights-based society for Persons with Disabilities. 

Based on the needs of the organizations of/for Persons with Disabilities, community cooperation activities 

had been conducted and strengthened. These activities contribute to the promotion of disability movement 

and inclusive development. Moreover, APCD has been planning to make collaboration with various kinds 

of organizations including international agencies, civil society and private sectors etc. These facts show 

that APCD has been progressively to achieve the overall goal. 

 

3-2 Outline of Evaluation 

(1) Relevance: High 

<Policy> 

Joint Evaluation Team of the Mid-Term Review conducted on Feb. 2010 evaluated that the Project was 

consistent with the policy of the Government of the Kingdom of Thailand. The Government of the 

Kingdom of Thailand has emphasized the importance to address the disability issues by adopting such 

policies as “Plan for the Development of the Quality of Life of the Disabled No.3 2007-2011” and this 

direction has been and will be maintained. After the Mid-Term Review, UNCRPD has been signed or 

ratified by the countries in Asia-Pacific region and these countries focus on the disability issue now and 

future. On the other hand, The Project purpose conforms to the development strategy of both the 

Government of Japan and JICA, which is to promote South-to-South cooperation and to strengthen 

support of the socially vulnerable. The Project, therefore, is consistent with the Japanese government 

policy. 

<Needs> 

To respond the needs to enhance the capability of the staff in following up the ex-participants’ activities, 

the Project has provided counterpart trainings in Japan and dispatched short-term experts (on Training 

Management). The Project is designed to act as a mediator to facilitate networking and collaboration 

among Disabled people’s organizations in respond to the needs from Persons with disabilities themselves 

and their family members.   

 

<Project Approach> 

The expectation is high for APCD to continuously function as a regional center on disability. In response 

to the recommendation from the terminal evaluation at Phase 1, the Project (Phase 2) has started its 

activities by putting emphasis on inclusion of people with Intellectual Disability and Hearing Impairment.  

After a certain period of time in which the Project accumulated experiences with these two categories, it 

has expanded it’s field of activities, i.e. Cross-Disability. 

 

(2) Effectiveness: High 

While the achievement of project purpose and output 1 were expected in the Mid-Term Review, the team 

was concerned the achievement of output 2. It was confirmed by terminal evaluation team that the Project 

achieved the output 2 such as creating a master plan, as well as the project purpose and output 1. 
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(3) Efficiency: High 

The Project progresses by means of the approach to meet the needs of Persons with Disabilities, 

including persons with disabilities as agents of changes. This approach contributes to the outputs 1 and 2. 

In the first half of the project period, the Project focused on the intellectual disability and hearing 

impairment, and dispatched the experts in these fields. After the Mid-Term Review, the Project focused on 

the capacity development of staff and resource persons and dispatched the training / management experts. 

The Project maintained a good balance to follow the recommendation of Terminal Evaluation of the 

Project Phase 1 and Mid-Term Review of the Project (Phase 2). 

 

The participants of the training in Japan were selected with clear criteria and they shared their 

knowledge and technique, acquired in the training, with other key stakeholders of APCD. The Project 

budget has been provided at the right time and supported the Project activities efficiently.  

 

(4) Impact: High; Many impact-cases were reported. 

Through the activities facilitated/organized by the Project, many positive impacts, including the 

followings, have been observed in Asia and Pacific countries and areas:  

 

<Effect of the APCD trainings> Many of FPs and AOs, gained skills and knowledge via training courses 

conducted by APCD, applied these knowledge and experiences in their own activities.  

<Effect of the APCD’s facilitation> The APCD missions and the seminars in collaboration with FPs and 

AOs, contributed to the ratification / signing of UNCRPD in Pakistan / Papua New Guinea. 

<Effect of the APCD’s documentation> Good practices of persons with disabilities as “agents of change” 

have been documented and published in collaboration with FPs, AOs and other stakeholders. The 

documentations according to knowledge management principles have been shared to promote 

inclusive barrier-free society not only by disability stakeholders but also by the business partners. 

APCD has been promoting disability movement at the policy level in collaboration with the UN 

agencies and other partners. APCD has become one of the vital players to promote disability rights in 

the region. The declarations, recommendations and statements were the result of all efforts of vital 

players in the regions. 

 

APCD was selected as one of case stories of “The South-South Opportunity” in OECD and World Bank

 

(5) Sustainability: Sustainability was secured to some extent 

1) olicy aspect 

APCD has been officially identified and strengthened its function as regional center to support 

empowerment to create barrier free, rights based society, written in the Biwako Millennium Framework 

(BMF) and Biwako Plus Five for Action towards an Inclusive, Barrier-free and Right-based Society in 

Asia and the Pacific 2003-2012. According to these documents, the first priority is given to the Greater 

Mekong region, the second is the ASEAN, and the third to South Asia sub-region. 
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2) Organization and System aspect 

Under the supervision of the APCD Foundation, APCD has been developing an effective organization 

structure. The partnership between APCD and AOs is sustained through the information sharing and 

follow-up. On the other hand, most of the representatives of FPs are transferred to other departments. It 

sometimes results in difficulties to keep the partnership between APCD and FPs. 

 

3) Technical aspect 

APCD staffs have capacities to perform daily operations. Their high motivation and commitment 

contribute to APCD‘s activities. 

 

4) Financial aspect 

APCD has signed the contract with the Nippon Foundation on financial support and is negotiating with 

other organizations. Contribution from NEP is expected to continue for a while after the project ends.  

 

5) Relation with other disability related organizations 

The role of APCD was well recognized by the UN agencies. APCD also has good cooperation 

relationships with ESCAP and WHO. The relationship seems to be sustained even after the project ends.  

 

3-3 Conclusion and Recommendation 

(1) Conclusion 

1) The project purpose has been achieved. 

APCD is functioning as a regional center on disability and development in the Asia-Pacific region. 

APCD facilitated to establish various networking platforms in Asia-Pacific region such as CBR 

Asia-Pacific Network, ASEAN Autism Network, Empowerment Café and South Asian Disability Forum. 

 

2) Outstanding impacts are observed 

As exemplified by the UNCRPD ratification in Pakistan and signature in Papua New Guinea, remarkable 

impacts were observed. 

 

3) Continuous follow-up is needed 

For the effective functioning of established platform, trained personnel and accumulated information 

resources, it is necessary to follow up continued by APCD. 

 

(2) Recommendation 

1) To strengthen international collaboration in “the new Asian and Pacific Decade of Persons with 

Disabilities (2013-2022)” 

It is recommended that international collaboration between APCD, JICA and APCD’s FPs and AOs be 

strengthened further, particularly in the framework of the new Asian and Pacific Decade of Persons with 

Disabilities in partnership with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (UNESCAP). 
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2) To elaborate community-based inclusive development (CBID) activities 

It is recommended that JICA continue to collaborate with APCD and the Ministry of Social Development 

and Human Security further in this context in line with the needs of CBR/CBID activities which have 

been expanded during the Project Phase 2. 

 

3) To facilitate Thai stakeholders to cooperate with APCD’s activities more proactively 

It is recommended that cooperation of Thai stakeholders including the Ministry of Social Development 

and Human Security, Persons with Disabilities and the business sector in Thailand be more facilitated as 

resource persons, advisors or project partners in order to encourage their active participation to 

collaborate with APCD. However, special attention should be paid to the international perspective which 

is APCD’s mandate. 

 

4) To utilize the APCD facilities 

It is recommended that the APCD’s administration and training buildings be utilized more in accordance 

with the needs of APCD’s partners. It is also recommended that JICA’s international training on disability 

and development be conducted at APCD in accordance with the original objective of the grand aid 

provided by the Government of Japan. 

 

5) To further promote cross-disability activities at the sub-regional and regional level 

It is recommended that persons with psycho-social disability and other disability categories be included 

into APCD’s activities. 

 

3-4 Lesson Learned 

(1) The expertise of JICA experts should be matched in accordance with the enhanced capacity of 

counterparts. 

(2) Human and information resources, and regional and sub-regional networks developed in the project 

(both Phase 1 and Phase 2) have become important assets and are effectively utilized in the project 

activities. 

(3) It is epoch-making that persons with intellectual disabilities were recruited as resource persons for 

the empowerment of self-advocate groups in Thailand, Myanmar and Cambodia, which contributed 

to the outstanding achievement of the Project activities. 

(4) By documentation as APCD’s knowledge management activities, knowledge and experiences have 

been effectively accumulated and disseminated among stakeholders. Good practices with the private 

sector such as SM Supermalls in the Philippines, Air Asia in Malaysia and ASEAN TV enhanced the 

recognition of APCD regionally.  

(5) APCD’s facilitation has resulted in the development of national disability policies by linking with 

DPOs, governments and the international agencies including ESCAP, WHO, etc. 
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第１章 終了時評価調査団派遣の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

WHO の推計によると、アジア太平洋地域ではおよそ全人口の 15％の障害者が存在すると言わ

れているが、その多くは必要なサービスを受けられず、教育や就労など社会参加の機会が制限さ

れている。このような状況の改善のため、国連による「障害者の十年（1983-1992）」、UNESCAP

を中心とする「アジア太平洋障害者の十年（1993-2002）」が実施されてきた。現在、「第二次アジ

ア太平洋障害者の十年（2003-2012）」が実施されており、その行動課題は「びわこミレニアムフ

レームワーク」として決議されている。同取り組みにおいて、わが国は指導的役割を果たしてお

り、障害者支援分野にかかわる国際協力においても相応の役割を果たすことが期待されている。 

このような背景を受け、2002 年 8 月から 2007 年 7 月までの 5 年間、わが国とタイ王国（以下、

「タイ」と記す）の合同広域プロジェクトとしてタイ国社会開発人間の安全保障省をカウンター

パート（C/P）機関とし、タイ及びアジア太平洋地域 30 カ国以上の障害者のエンパワメントを通

じ「障害者の社会参加と平等化の実現」をめざした「アジア太平洋障害者センター（APCD）プ

ロジェクト」が実施され、無償資金協力によりセンター建物が 2004 年 11 月に竣工した。 

2006 年 9 月に実施した終了時評価において、おおむね想定していた成果は達成されていること

が確認されたが、センターの持続性に関して改善の余地が残ると確認されたため、2007 年 8 月か

ら 2012 年 7 月までの 5 年間の計画によりフェーズ２が開始された。 

フェーズ２においては、APCD センターの運営能力強化、障害当事者のネットワーク作りと連

携、情報支援、人材育成活動等を目的として実施されてきており、現在 3 名の長期専門家（チー

フアドバイザー、ネットワーク連携/人材育成、業務調整）を派遣中である。 

今回実施する終了時評価調査では、2012 年 7 月のプロジェクト終了を迎え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似

業務の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 調査団の構成 

表１－１ 調査団メンバー表 

担当業務 氏 名 所属・役職 

総括／団長 近藤 貴之 JICA 人間開発部 社会保障課 課長 

障害者ネットワーク 松井 亮輔 法政大学 名誉教授 

障害者エンパワメント 中西 由起子 アジア・ディスアビリティ・インスティテュート

代表 

協力企画 西村 愛志 JICA 人間開発部 社会保障課 

総括補佐 池田 直人 JICA 人間開発部 社会保障課 

評価分析 出口 武智郎 オフィス・ディー 

評価分析 西村 久美子 株式会社コーエイ総合研究所 研究員 
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１－３ 調査日程 

表１－２ 調査日程表 

日付 
近藤団長、松井・中

西・西村（愛）各団員 
池田団員 出口団員 西村（久）団員 

2/1（水）  関空 バンコク 成田 バンコク 

2/2（木）  午前：JICA タイ事務所 午後：APCD 

2/3（金）  インタビュー（APCD） インタビュー（APCD）

2/4（土）  

バンコク ジャカル

タ ソロ インタビ

ュー（ソロ） 

バンコク ダッカ 

2/5（日）  ソロ ジャカルタ 
聞き取り調査（ダ

ッカ） 

2/6（月）  
聞き取り調査（ジャ

カルタ） 

聞き取り調査（ダ

ッカ） 

2/7（火）  
聞き取り調査（ジャ

カルタ） 

聞き取り調査（ダ

ッカ） 

2/8（水）  東京 バンコク 
ジャカルタ シンガ

ポール ブリスベン 
ダッカ バンコク 

2/9（木）  書類作成 

ブリスベン ポート

モレスビー聞き取り

調査（パプアニュー

ギニア） 

聞き取り調査 

（バンコク） 

2/10（金）  書類作成 
聞き取り調査（パプ

アニューギニア） 

聞き取り調査 

（バンコク） 

2/11（土） 東京 バンコク 書類作成 

ポートモレスビー 

シンガポール バン

コク 

聞き取り調査 

（バンコク） 

2/12（日） ミーティング、情報共有、書類作成 

2/13（月） ミーティング（JICA タイ事務所）、書類作成 
聞き取り調査 

（バンコク） 

2/14（火） ミーティング（NEP、APCD） 書類作成 

2/15（水） 聞き取り調査（バンコク）、Dr. Taj 表敬 
聞き取り調査（バン

コク） 

聞き取り調査 

（バンコク） 

2/16（木） 聞き取り調査（バンコク） 書類作成 
聞き取り調査 

（バンコク） 

2/17（金） CBR 研修視察、ミーティング（ESCAP） 書類作成 

2/18（土） 書類作成 バンコク 関西 バンコク 成田 

2/19（日） 書類作成  

2/20（月） ミーティング（APCD 所長、NEP、TICA）  

2/21（火） ミニッツ協議  

2/22（水） ミニッツ署名／合同調整員会会議  

2/23（木） バンコク 成田  
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１－４ 主要面談者 

 Annex 1．List of Interviewees を参照。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価用グリッドの作成 

本終了時評価は「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版（2010 年 6 月）」に基づき、事業効果

の達成状況を総合的に判断し持続性の見込みについて検証するため、プロジェクトのロジカル・

フレームワークであるプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）第

3 版（2010 年 2 月実施の中間レビュー調査において改訂された 新版）の内容に沿って評価デザ

イン（Annex 15．Evaluation Grid を参照）を作成した。 

 

２－２ 主な調査項目  

２－２－１ 評価 5 項目 

主たる評価項目には、上記ガイドラインに基づき、経済協力開発機構開発援助委員会

（OECD-DAC）が提唱する評価 5 項目を用いた。その概要を、表２－１に記す。 

 

表２－１ 評価 5 項目の概要 

評価 5 項目 概要 

妥当性 「プロジェクト目標」「上位目標」はターゲットグループのニーズ及びターゲッ

トグループが存する国家の政策と合致しているか。 

有効性 「プロジェクト目標」は達成される見込みか。「成果（アウトプット）」はその

達成に十分貢献しているか。 

効率性 「成果（アウトプット）」を得るための「投入」の質、量、手段、方法、時期は

適切であったか。 

インパクト 「上位目標」はプロジェクト終了後 5 年以内に達成される見込みか。プロジェ

クトの実施により生じた正及び負の影響は何か。 

持続性 プロジェクト終了後もプロジェクトの実施による効果は持続されるか。 

 

２－２－２ 実施プロセスと実績 

表２－２の観点に基づいて評価した。 

 

表２－２ 追加項目の概要 

追加項目 概要 

実施プロセス プロジェクトは適切かつ有効に運営されたか。進捗状況は適時モニターさ

れ、その後の活動にフィードバックされたか。 

実績 「成果（アウトプット）」は達成されたか。「プロジェクト目標」「上位目標」

は、どの程度まで達成されたか。 

 

２－３ 情報・データの収集方法 

評価グリッドに基づき質問票を作成し、本終了時評価調査の開始に先立って、C/P である APCD、

アジア太平洋諸国の政府関係者で APCD における研修経験がある FP、同諸国の障害者支援 NGO
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等に所属し APCD での研修経験がある AO、及び日本側長期専門家に配布した。また、左記の研

修経験者らには、研修内容に関する意見や習得した技術の活用に関する質問票を、別途配布した。

これらの質問票に対する回答は本調査実施前に一部を入手し、残りの回答は、本調査実施時に現

地での聞き取り調査で入手した。 

 

２－４ 調査・評価上の留意点  

本プロジェクトは、アジア太平洋地域の障害当事者とその家族及び障害者支援組織をターゲッ

トグループとする広域プロジェクトであり、プロジェクトによる効果がプロジェクトサイトの存

するタイに留まらず、アジア太平洋地域に広く波及することを目的としたものであることから、

調査対象を拡げ、評価の視点も、広域なターゲットエリアに継続的に裨益するものであるかに留

意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

－6－ 

第３章 プロジェクトの実施体制と実績 
 

３－１ プロジェクト実施体制 

３－１－１ 体制の変遷 

以下の表３－１に、本プロジェクトのフェーズ１（2002 年 8 月開始）から今回のフェーズ２

終了時評価時点までの実施体制の変遷を時系列にまとめた。 

 

表３－１ 実施体制の変遷 

年月 内容 備考 

2001 年 12 月 第 2 回事前評価調査実施 

（第 1 回は同年 8 月、第 3 回は

翌 2002 年 4 月に実施） 

タイ側より、APCD を「独立法人化」する案が

提示された。 

2002 年 8 月 プロジェクト・フェーズ１開始 APCD は、タイ国社会開発人間の安全保障省に

設置された公共福祉局（Office of Welfare 

Promotion, Protection and Empowerment of 

Vulnerable Groups：OPP）の一部門となり、OPP

を C/P としてプロジェクトは開始された。 

2004 年 7 月 APCD 基金設立 シリントン王女により寄付された 5 万米ドル

が原資。 

2004 年 11 月 APCD 施設建設竣工 日本政府の無償資金協力による。（E/N 締結は

2003 年 6 月） 

2004 年 11 月 APCD 基金の財団登録 APCD 基金が財団登録され、APCD からは独立

した組織として、財団内に運営委員会が設置

された。 

2005 年 5 月 フェーズ１中間評価実施 提言で、「独立法人化」の議論が本格化してお

り、APCD に勤務する公務員の OPP 職員は法

人化後に APCD を離れると予測される事を上

げ、ノウハウの継承を含む人材確保対策を求

めた。 

2005 年 12 月 APCD 財団運営委員会におい

て、APCD は早期に独立法人化

すべきであるとの結論。 

 

2006 年 9 月 フェーズ１終了時評価実施 提言で、プロジェクト終了時までに「独立法

人化」のロードマップの作成と実施、法人化

後の職員の勤務体系の構築を求めた。（同評価

実施時点で、職員数は 23 名。うち、14 名が

OPP 職員、タイ政府が臨時に雇用した職員が 6

名、APCD が独自に雇用した職員が 3 名）また、

「独立法人化」後の運営を支援するため、フ

ェーズ２の必要性を指摘した。 
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2007 年 4 月 フェーズ２事前調査実施 「独立法人」化のロードマップを作成。ただ

し、通常の「独立法人」は国内の裨益を目的

としており APCD の国際化理念とは完全には

合致しないため、5 年間の期限付きの「独立法

人」とし、その後に国際化する方向であると

報告書で述べている。 

2007 年 7 月 フェーズ１終了  

2007 年 8 月 プロジェクト・フェーズ２開始  

2007 年 8 月 タイ国内閣決議にて「独立法人

化」は却下され、APCD 財団の

運営下に置かれる事が決定。 

却下の理由は、フェーズ２事前調査の欄を参

照。5 年間の期限付き「独立法人化」は実現せ

ず。 

2007 年 9 月 組織改革により、社会開発人間

の安全保障省内に障害者エン

パワメント局（NEP）が設置さ

れた。 

左記に伴い、プロジエクトの C/P が OPP から

NEP に移行した。 

2009 年 1 月 社会開発人間の安全保障省大

臣が、APCD の運営を APCD 財

団に委譲する書類に署名。10

月に運営権が財団に完全移行

する事が決定。 

完全移行に向けて、APCD は独自に職員の新規

採用を開始。 

APCD の施設の所有権は NEP に留まるため、

APCD 財団が NEP から土地と建物を借用する

合意書に署名。 

2009 年 7 月 フェーズ１開始時からチーフ

アドバイザーを務めていた専

門家が 7 年間（フェーズ１で 5

年、フェーズ２で 2 年）の任期

を終了。 

同年 12 月に後任が着任するまでの 4 カ月間、

チーフアドバイザー不在となる。 

2009 年 10 月 APCDセンターがAPCD財団の

管轄下に完全移行。 

元プロジェクトチーフアドバ

イザーが APCD 所長に就任。 

APCD の職員採用規定から国籍条項を削除し、

タイ国籍以外の人材も採用出来る事とした。 

2009 年 12 月 C/P 変更合意に関するミニッツ

に、JICA タイ事務所と APCD

財団が署名。 

チーフアドバイザー（後任）が

着任。 

APCD 財団理事長と APCD 所長がチーフアド

バイザーの C/P として明記された。 

2010 年 1 月 フェーズ２中間評価実施  

2011 年 5 月 2008 年 5 月から 3 年間ナレッ

ジマネジメントを担当した長

期専門家が任期終了。翌月か

ら、APCD の職員として現在も

勤務中。 

 

2012 年 2 月 フェーズ２終了時評価実施  

2012 年 7 月 フェーズ２終了（予定）  

（出典：各種評価調査報告書及び日本人専門家による事業進捗報告書より抜粋） 
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プロジェクト実施体制の 大のテーマは、プロジェクト・フェーズ１の開始前から議論されて

いた APCD の「独立法人化」であるが、そもそも、当初から「独立法人化」をめざした理由は、

以下の 3 点1であった。 

 

１．人事面の柔軟性の確保（公務員の頻繁な人事異動を避け、タイ国外の人材や障害当事者の

登用を含む専門人材を育成する事が可能となる） 

２．財政面での柔軟性の確保（多様な資金源の確保） 

３．国際化への基盤作り（タイの国際機関は、独立法人化後に国際化している） 

 

2009 年 10 月に APCD が APCD 財団の管轄下に完全に移行し同財団と一体化、財団法人となっ

た事により、APCD の全職員は公務員ではなく民間組織の職員となり、同職員採用規定の改正も

実施され、国籍に関係なく人材の登用が可能となった。また、障害当事者も積極的に採用されて

いる。 

財政面では、正式な手続きを経たうえで APCD 財団の基金を活用する事、及び、民間組織とし

て寄付金を募る事が比較的容易となった。 

APCD 財団は政府機関ではなく2、また独立行政法人でもないため国際的な活動を容易に推進可

能な立場であり、理事会を構成するメンバーの人脈等も、それを後押しするものとなっている。 

以上のように、結果として組織形態における独立法人とはならなかったものの「独立法人」を

めざした理由は実現している。 

 

３－２ プロジェクトの実施プロセス 

３－２－１ コミュニケーション 

(1) APCD 内のコミュニケーション 

実働部隊である APCD では、毎週行われる各部門でのミーティング及び部門長によるミ

ーティング、毎月の職員全員による全体ミーティングを通じて情報や意見の交換を行い、

APCD 全体の意見集約に努めている。 

 

(2) FP 及び AO とのコミュニケーション 

APCD は、セミナー等で開催される実務者会合、ミッションの派遣、ホームページ・ニ

ュースレター・E-Café （Empowerment Cafe）等を利用した情報発信を通じ、FP 及び AO

とのコミュニケーションに努めているが、今般の終了時評価調査時点で、FP の数は 12（組

織又は団体）、AO の数は 43（同左）であり、現在のマンパワーにとって、活発な双方向の

コミュニケーションを行うには相当の努力が必要となっている。今般の調査では、バング

ラデシュ、パプアニューギニア、インドネシアの 3 カ国の FP を訪問しインタビューを実

施したが、いずれの FP においても担当者が入れ替わって間がなく、前任者からの業務引

き継ぎもなされていないため、APCD の活動に関する知識と関心が十分とは言えなかった。

FP は障害者問題に対する政府機関の窓口で公務員である事から、人事異動によりこのよう
                                                        
1 「フェーズ２事前評価調査報告書・2007 年 8 月」より抜粋。 
2 2007 年 4 月 16 日付けで、タイ国王室の正式承認により、APCD 基金の正式名称は「シリントン王女の後援の下にある APCD
基金（Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability Under Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn）」となった。 



 

－9－ 

な状況が発生するのはやむを得ないとしても、担当者の変更に関する情報をいち早く入手

しデータをアップデートする工夫が必要である。 

過去に APCD で研修コースに参加した研修受講者がその際に作成したアクションプラン

を確実に実行しているかをフォローする事も、現在の APCD のマンパワーにとって相当の

努力が必要となっている。アクションプランの達成状況に関するアンケート結果では、達

成率の平均値が 97.7％と非常に高い数値（サンプル数 31 件）を示したが、結果だけでな

く、その進捗においていかなる課題が発生しどのような対応あるいは工夫によって解決に

至ったかとの情報は、他の AO が共有すべき貴重な財産である。2010 年 2 月に実施された

中間レビュー調査以降より、研修終了 3 カ月後に E メールにてアクションプランの実行状

況を調査する努力がなされており、状況の改善が期待される。 

また、ネット上で情報交換を行う E-Café や Face book はフォローアップのための有効な

ツールではあるが、英語による表現力・理解力は FP・AO によりギャップがあり、活用出

来る者は一部の者に限られている。この点はホームページ及びニュースレターも同様で、

今後の課題である。 

 

(3) キープレイヤーとのコミュニケーション 

APCD は、regional 及び sub-regional な各種会合に主催、共催、あるいは参加者の形で加

わり、国際機関、各国政府機関、国際 NGO 等とのコミュニケーションを図る事で相互間

の連携に繋げる努力を続けている。表３－２に、代表的な会合を例示する。 

 

表３－２ APCD が参加した会合（抜粋） 

会合名 年月 開催場所 参加者数 主な参加者 

Presentation at Triangular 

and South-South 

Cooperation to be Focus 

of UN Forum 

2008 年 10 月 タイ 50 UNDESA、UNESCAP 

1st Asia-Pacific CBR 

Congress 

2009 年 2 月 タイ 650 Over 650 participants from more 

than 50 countries 

High-level Meeting on 

South-to-South 

Cooperation 

2009 年 3 月 タイ 20 Senior government officials 

from the Asia-Pacific region  

（mainly the ASEAN region） 

CBR Asia-Pacific 

Network Meeting 

2009 年 12 月 タイ 18 18 country representatives of the 

CBR Asia-Pacific Network 

Regional Leadership 

Conference in Pakistan 

2010 年 7 月 パキスタ

ン 

150 Organized by STEP in 

collaboration with Government 

of Pakistan, APCD and others 

Senior Officer's Meeting 

on South-to-South 

Cooperation on Disability

2010 年 8 月 タイ 30 20 representatives from Ministry 

of Social Welfare and 10 

representatives from Ministry of 

Foreign Affairs from ASEAN 

countries  
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Asia-Pacific CBR 

Convention 

2010 年 11 月 マレ－シ

ア 

553 Representatives of PWDs, CBR 

practitioners, 

dometic/international NGOs and 

government officials from 32 

countries in the Asia-Pacific 

2nd Asia-Pacific CBR 

Congress 

2011 年 11 月 フィリピ

ン 

600 More than 600 Delegates from 

65 Countries 

Make the Right Real 

Campaign in the 

Philippines 

2011 年 12 月 フィリピ

ン 

3,000 Collaborate with NCDA,SM and  

ESCAP 

（出典：ANNEX11 List of Trainings, Workshops and Seminars） 

 

また、「３－２－３ 技術移転方法」で述べるタイ国内の障害当事者の研修参加をきっ

かけに、タイ、ミャンマー、カンボジアと順に広がった障害者組織の設立は、タイ国内の

キープレーヤーとのコミュニケーションが 大限に活かされた例と言える。 

なお理事会では、タイ外務省国際開発協力局（TICA）、障害者エンパワメント局（NEP）

関係者のみならず、国会上院議員、障害者団体代表、障害当事者等の障害課題に関するキ

ープレイヤーがメンバーとなっている。 

 

３－２－２ 意思決定に至るプロセス 

終了時評価調査時のプロジェクトの実施体制を、図３－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ プロジェクトの実施体制 

（作図：終了時評価調査団） 

 

 

 

APCD 財団 

APCD 

JICA 
プロジェクト

チーム 
3 名 

合同調整委員会 
（JCC：Joint 
Coordinating 
Committee） 

外部有識者

財団運営委員化 

（委員長 1 名、副委員長 1 名、委員 23 名） 

理事会 

（議長 1 名、理事 12 名） 

総務部 

5 名 

国際研修部 

2 名 

ネット 
ワーキング部 

1 名 

知識管理部 

4 名 

所長 

オブザーバー参加 
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APCD 財団は、APCD（所長以下 13 名）、理事会（議長は元外相のテート・ブンナン氏、現

68 歳）、財団運営委員会（委員長は元首相のタニン・クライウィチェン氏、現 84 歳）により構

成されている。活動・人事・予算等、APCD の運営に係る事項について APCD が案を理事会に

諮り、 終意思決定機関である財団運営委員会で承認する流れとなる。理事の多くが、財団運

営委員を兼任している。APCD の所長は理事の 1 名であるが、財団運営委員は兼任していない。

両会合は 2 カ月に 1 度、理事会のおよそ 2 週間後に財団運営委員会という日程で開催されてい

る。日本人専門家による JICA プロジェクトチームは、財団理事会にオブザーバーとして参加

する事が認められている。 

JCC（合同調整委員会）は半年に 1 度開催される、過去半年間の活動のレビューと今後半年

間（長期計画が報告されるケースもある）の活動を発表する会合で、外部有識者が意見を述べ

る場ともなっている。外部有識者には、障害者団体の代表も含まれる。委員長は理事会議長で

あるテート・ブンナン氏、副委員長は JICA タイ事務所次長が務めている。 

APCD の終了時評価時点での人員配置は図３－１に示すとおりで、総務部 5 名のうち、1 名

はハウスキーパー、1 名は運転手であり、所長及び他の部署を含む事務系職員の合計は 11 名と

なる。インタビューの結果、各職員の業務に対するモチベーションは高いことが確認されたが、

現在の業務を遅滞なくこなすにはマンパワーの不足は否めず、現在、総務部と知識管理部の職

員を各 1 名ずつ募集中である。 

 

３－２－３ 技術移転方法 

(1) 長期専門家の派遣 

合計 9 名の長期専門家が派遣された（内訳は「３－３ 投入実績」のとおり）。 

長期専門家は、主に APCD 職員の日常業務管理の技術向上を目的として、APCD 職員と

の協働作業による OJT、ノウハウ蓄積のための記録の習慣付け等の技術移転を行い、研修

生向け CBID リソースブック、研修ロジスティックマニュアルを作成した。 

 

(2) 短期専門家の派遣 

合計 16 名の短期専門家が派遣され、プロジェクトの前半は、フェーズ１の終了時評価

において課題とされた聴覚障害及び知的障害分野に重心を置いた技術移転を行ない、後半

は、障害を限定しないアプローチ（クロス・ディスアビリティー）とした。 

プロジェクトの活動を通して設立されたタイの知的障害者当事者団体の活動により、ミ

ャンマーとカンボジアにおいて知的障害者組織が設立された事は、カウンターパート研修、

短期専門家、現地活動が効果的に連携した好事例として挙げられる。第 4 段階と第 5 段階

は、“南南協力”としての活動であり、各々が個々の国々で初めて設立された知的障害者組

織となった。 
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表３－３ 知的障害者組織設立の手順 

第 1 段階 タイの知的障害者のキーパーソンが本邦研修に参加。 

 

第 2 段階 知的障害に関する短期専門家を日本から APCD に派遣。 

 

第 3 段階 APCD（プロジェクトチーム）が上記本邦研修生を支援し、タイでの知

的障害者組織（ダオルアン）を設立。 

第 4 段階 ダオルアンと APCD が揃ってミャンマーを訪問し、ミャンマー国内で

の類似の障害者組織設立を支援。 

第 5 段階 APCD、ダオルアン、ミャンマーの障害者組織が揃ってカンボジアを訪

問し、カンボジア国内での類似の障害者組織設立を支援。 

 

(3) 日本及び第三国でのカウンターパート研修の実施 

本邦研修は、APCD 財団理事、APCD 職員、障害当事者のリソースパーソンを含むカウ

ンターパートの人材を対象に表３－４の内容で実施された。（研修員の詳細等は、Annex 4 

Training of Counterpart Personnel in Japan を参照の事） 

 

表３－４ カウンターパート研修 

研修内容 実施時期 日数（移動日を含

む） 

人数

Promotion of self-help activities 

 

2009 年 2 月 10 日間 7 名 

Management of Self-Help Groups of Persons 

with Intellectual Disabilities / Autism 

2009 年 8 月 7 日間 5 名 

Knowledge Management 

 

2009 年 11 月 9 日間 2 名 

Administration（Training Facilities） 

 

2011 年 1 月 8 日間 1 名 

Information support technology and effective 

publicity technique 

2011 年 1 月 8 日間 1 名 

International Training（Training Management） 

 

2011 年 12 月 14 日間 1 名 

Information and Knowledge Management 

（Universal Design） 

2011 年 12 月 14 日間 1 名 

 合計 

（延べ数） 

70 日間 18 名 

（出典：Annex 4 Training of Counterpart Personnel in Japan） 
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研修参加者は明確な抽出条件によって選定され、研修プログラムは必要 小限の期間の

中で効率的に組まれた。研修参加者は帰国後、研修での経験や新しく得た知識を、ワーク

ショップやフォローアップ活動において、APCD の他の鍵となるステークホルダーと共有

した。 

 

３－２－４ モニタリング 

APCD の年間行動計画（投入を含む）は、 終意思決定機関である APCD 財団運営委員会の

承認を経て APCD 職員全員が共有している。 

半年に 1 度開催される JCC（合同調整委員会）は、外部の有識者を交えて、過去半年間の活

動のレビューを行い、課題や修正箇所を洗い出して、今後の活動に活かす重要な機会となって

いる。 

年間行動計画に基づき調査団が派遣され、担当者が成果に関する報告書を作成し、APCD 職

員全員で共有している。同報告書を基に、年間活動計画に遅れがないかがモニタリングされて

いる。 

 

３－２－５ その他 

2009 年 10 月に APCD が APCD 財団の下に正式に移行した事を受け、それまで APCD で勤務

していた NEP 職員全員が NEP に復帰したために新たに 14 名の人材が新規採用された。その後

も、個々の事情により職員の退職、新規採用は発生している。 

 

３－３ 投入実績 

３－３－１ 日本側の投入 

(1) 専門家派遣実績 

 

表３－５ 派遣専門家一覧 

長期 担当分野名 派遣人数 主たる業務内容 

チーフアドバイザー 延べ 2 名 

・チーフアドバイザーとしてのプロジ

ェクト運営総括 

・（特に）成果 2 にかかる APCD 組織

強化・組織移行 

業務調整 延べ 3 名 
プロジェクト運営にかかる調整業務全

般 

ネットワーク連携/人材育成 延べ 3 名 成果 1 にかかる人材育成業務 

ネットワーク連携 /ナレッジ

マネジメント 
延べ 1 名 

成果 1 にかかる情報・ナレッジマネジ

メント業務 

短期 担当分野名* 派遣期間 主たる業務内容 

知的障害ワークショップ支

援 

2007.11.19  

～ 2007.12.15 

知的障害関係団体との連携活動開始に

かかるノウハウの共有・技術移転 

聴覚障害ワークショップ支

援 

2007.11.28  

～ 2008.12.15 

聴覚障害関係団体との連携活動開始に

かかるノウハウの共有・技術移転 
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知的障害ネットワーク連携 
2008.1.20  

～ 2008.1.26 

知的障害関係団体との連携活動のノウ

ハウの共有 

知的障害者エンパワメント 
2008.1.20  

～ 2008.1.26 

知的障害者自身による活動やその支援

に焦点をあてた技術移転 

ナレッジマネジメント 
2008.1.28  

～ 2008.2.15 

ナレッジマネジメントにかかる技術移

転 

セルフ・アドボカシー促進 
2008.8.12  

～ 2008.8.23 自助団体の設立・運営の経験共有、及

び団体の発展と活動促進に関する助言 
自助グループ強化 

2008.8.12  

～ 2008.8.23 

セルフ・アドボカシー促進 
2009.3.16  

～ 2009.3.20 

知的障害者による当事者活動の強化や

自助グループ立ち上げの支援 

自助グループ強化 
2009.3.16  

～ 2009.3.20 

知的障害者による自助グループ立ち上

げ・支援にかかるノウハウ共有・技術

移転 

知的障害セルフ・アドボカシ

ー 

2010.2.14  

～ 2010.2.23 

知的障害者/自閉症者本人が自己を表

現し自信を養うとともに、当事者活動

の意味を理解するための支援 

セルフ・アドボカシー活動支

援 

2010.2.14  

～ 2010.2.23 

家族及びサポーターの当事者支援、及

び知的障害者/自閉症者の能力強化支

援活動にかかるノウハウの共有・技術

移転 

知的障害者の家族代表 
2010.2.14  

～ 2010.2.23 

家族及びサポーターの当事者支援、及

び知的障害者/自閉症者の能力強化支

援活動にかかるノウハウの共有・技術

移転 

知的障害セルフ・アドボカシ

ー 

2010.2.18  

～ 2010.2.23 

タイの知的障害者/自閉症者の当事者

グループ強化のためのメンバー支援 

知的障害者の家族代表 
2010.2.18  

～ 2010.2.23 

家族及びサポーターの当事者支援、及

び知的障害者/自閉症者の能力強化支

援活動にかかるノウハウの共有・技術

移転 

研修運営 

①2010.8.17  

～ 2010.9.2 

②2011.2.21  

～ 2011.2.25 

APCD 職員の研修運営管理能力の強化 

障害当事者組織間のネット

ワーク連携 

2010.12.12  

～ 2010.12.18 

ASEAN 自閉症ネットワーク設立にあ

たり、組織設立にともなう規約・運営

体制確立にかかる技術移転 
* 担当分野名は英文標記からの和訳表記 
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(2) 本邦研修実績 

本プロジェクト期間中には下表のとおりの研修が、日本において実施された（研修参加

者名等の詳細はミニッツの Annex 4 を参照）。 

 

表３－６ 研修実績 

コース名 コースの内容・ねらい 実施年 期間 研修人数 研修生の所属

自助グループ活動

促進 

日本における自助グル

ーの活動を実見、意見

交換等を行う 

2009 年

2 月 
10 日間 7 名 

自 助 グ ル ー

プ、APCD 

知覚障害及び自閉

症にかかる自助グ

ループのマネジメ

ント 

日本における知覚障

害、自閉症にかかる自

助グループの活動を実

見、意見交換等を行う

2009 年

7 月-8 月 
8 日間 5 名 自助グループ 

ナレッジマネジメ

ント 

ナレッジマネジメント

にかかる理解及びプロ

ジェクト活動への効果

的な利用方法等にかか

る理解・習得 

2009 年

11 月 
9 日間 2 名 

APCD 理事会

メ ン バ ー 、

APCD 

総務（研修施設） 

研修実施にともなうロ

ジ業務及び研修施設の

管理方法にかかる理

解・習得 

2011 年 

1 月 
8 日間 1 名 APCD 

情報支援技術及び

広報 

情報支援技術及び効果

的な広報活動にかかる

理解・習得 

2011 年 

1 月 
8 日間 1 名 APCD 

研修運営 

障害者分野の研修実施

ノウハウ習得。日本の

当事者リーダーの経験

共有 

2011 年 

12 月 
14 日間 1 名 APCD 

情報・ナレッジマネ

ジメント（ユニバー

サル・デザイン） 

アクセシブルな情報提

供の方法 

2011 年 

12 月 
14 日間 1 名 APCD 

 

(3) 機材供与実績 

本プロジェクトでは機材供与は行っていない。 

 

(4) 日本側投入予算 

プロジェクト開始（2007 年 8 月）から 2012 年 12 月までに、日本側が負担した現地業務

費の総額は 125 万ドルである。内訳は次表のとおり。 
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表３－７ 現地業務費（日本側） 

 

 

 

 

 

 

 
出所：プロジェクト資料 

 

３－３－２ タイ側の投入 

(1) 人員配置 

2012 年 2 月時点で APCD 財団に雇用されているタイ側人員は計 13 名である。さらに、

円滑な業務遂行を目的として、タイ政府よりそれぞれの日本人専門家に対してアシスタン

トが配置されている。 

 

(2) タイ側投入予算 

プロジェクト開始（2007 年 8 月）から 2011 年 7 月までに、タイ側が負担した現地業務

費の総額は 140 万ドルである。内訳は下表のとおり。 

 

表３－８ 現地業務費（タイ側） 

 

 

 

 

 

出所：プロジェクト資料 

 

(3) タイ側提供の土地、建物、事務所及び施設等 

APCD の土地及び建物は、タイ政府が所有権を有しており、APCD 財団に使用を認める

とともに、建物の管理を委託する形となっている。 

プロジェクト専門家には、APCD の事務棟内に執務スペースが提供されている。 

 

３－４ 成果達成状況 

成果 1. 「APCD、政府調整・窓口機関（FP）、協力団体（AO）、及びその他の関連組織との間で、

より効率的で持続的な連携が進展する」 

 

 以下に示すように、成果 1 はその目標をほぼ達成している。 

指標 1. 「2009年 8月までに 7つのフォーカルポイント政府機関が役割について文書で合意する。」 
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2011 年 7 月までに、以下の 12 の政府機関がフォーカルポイントとして役割について合意して

いる（詳細はミニッツの Annex 8 を参照）。 

1. Ministry of Labor and Social Development, Kyrgyz Republic 

2. Ministry of Labor and Social Protection of the Population, Tajikistan 

3. National Council on Disability Affairs, Philippines 

4. Ministry of Health, Bhutan  

5. Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitation, Cambodia 

6. Ministry of Social Affairs, Indonesia 

7. Ministry of Labor and Social Welfare, Lao PDR 

8. Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia 

9. Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, Union of Myanmar 

10. Ministry of Social Welfare and Special Education, Pakistan 

11. National Coordinating Committee on Disability, Viet Nam 

12. Brunei Darussalam 

フェーズ 1 を含め、計 49 の政府機関がフォーカルポイントとして APCD との覚書に署名して

いる。 

 

指標 2. 「2009 年 8 月までに 30 の協力団体が役割について文書で合意する。」 

2011 年 7 月までに、40 団体が協力団体として役割について合意している（詳細はミニッツの

Annex 9 を参照）。 

フェーズ 1 を含め、計 200 の団体が協力団体として APCD との覚書に署名している。 

 

指標 3. 「2009 年 8 月までに 30 の行動計画が作られ、そのうち 60％がフォーカルポイント政府

機関と/または協力団体とともに実施される。」 

 プロジェクト期間中、30 の行動計画が作成され、その計画に基づき平均 97.7％の活動が実施さ

れた（行動計画の詳細とその達成率はミニッツの Annex 10 を参照）。 

 

指標 4. 「CBR、NHE、KM などある特定分野における 3 つのリージョナルネットワークが構築・

強化される。」 

APCD のファシリテーションにより、以下 4 つのリージョナルネットワークが構築・強化され、

現在も継続し活動が行われている。また、プロジェクト終了時までにさらに 1 つのリージョナル

ネットワークが構築される予定である。 

1. CBR-Asia Pacific Network 

（アジア太平洋CBRネットワーク） 

・2009 年 2 月に開催された第 1 回アジア太平洋

CBR 会議（於バンコク、WHO・UNESCAP・タ

イ社会開発省・APCD が共催）の成果として設

立。 

・メンバー国はアジア太平洋地域の 24 カ国。 
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2. ASEAN Autism Network  

（アセアン自閉症ネットワーク） 

・2010 年 12 月に開催された APCD 主催の自閉症

ワークショップ（於バンコク）の成果として設

立。 

・ワークショップには 9 カ国（ブルネイ、カンボ

ジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、フ

ィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア）から

自閉症家族計 27 名が参加。 

3. Empowerment Café 

（エンパワメント・カフェ） 

・2011 年 2 月に、インターネット上の情報共有ネ

ットワークとして設立。 

・アジア太平洋地域の障害分野に関する情報を随

時提供している。 

・1 カ月当たり平均 800 件の情報が掲載されてい

る。また、約 1,000 名が Facebook 等ソーシャル

メディアを通じ同ネットワークにメンバー登録

している。 

4. South Asia Disability Forum 

（南アジア障害フォーラム） 

・2010 年 7 月にパキスタンで開催された Regional 

Leadership Conference の成果として設立。 

・2011 年 9 月にバングラデシュで開催された

SADF ワークショップにて、バングラデシュの

女性障害者（視覚障害）が代表者として選出さ

れた。 

・メンバー国は南アジア地域の 8 カ国（アフガニ

スタン、バングラデシュ、ブータン、インド、

モルディブ、ネパール、パキスタン、スリラン

カ）。 

5. （予定）Asia-Pacific Federation of 

Hard of Hearing and Deafened 
－ 

 

指標 5. 「ネットワーク連携をめざし 10 のリージョナルトレーニングと 10 のフォローアップ活

動が行われる。」 

指標 6. 「2012 年までにサブリージョナルなネットワークと連携を促進するためにサブリージョ

ナルワークショップが 5 回開催される。すべての成果とインパクトが記録され、文書化

され、広く共有される。」 

プロジェクト期間中、以下の研修、ワークショップ、及びセミナーが APCD のファシリテーシ

ョンにより実施された3（詳細はミニッツの Annex 11 を参照）。これらは、国際レベル、国レベル、

草の根レベルと多岐にわたり、FP/AO 及び国際機関を主とした様々な関係機関/者を巻き込む形で

実施された。また指標 7 の項目で詳細を記すとおり、成果や記録は文書化され、ホームページ等

                                                        
3 これら研修／ワークショップ／セミナー実績は指標 5 と指標 6 に分類が困難なため、まとめて記載することとする。また、

分かりやすいように実績を分類しているが、これは調査団によるものであり、中にはいくつかの分類にまたがってあてはま

るものもある。 
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を通じ広く共有されている。 

 

・APCD 研修 

「CBR/CBID」、「Self-Help Group（SHG）」、「Gender and Development」をテーマとした研修を

計 10 回実施し、延べ 183 名が受講。 

・知的障害者のエンパワメントとネットワーク強化 

6 カ国（中国、カンボジア、ベトナム、ラオス、ミャンマー、タイ）で計 13 回ワークショッ

プを実施し、延べ 475 名が参加。 

・ろう者/難聴者のエンパワメントとネットワーク強化 

4 カ国（カンボジア、ベトナム、ラオス、ミャンマー）で計 7 回ワークショップを実施し、

延べ 242 名が参加。 

・視覚障害者のエンパワメントとネットワーク強化 

5 カ国（インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナム）から当事者リー

ダーを招聘しワークショップを実施。 

・国レベルの障害当事者エンパワメントとネットワーク強化 

各国のニーズに合ったワークショップや研修を、AO を含む関係団体と協働で実施。ウズベ

キスタンでの CBR 研修や、バングラデシュ、フィリピンでの「Make the Right Real」キャン

ペーン等。 

・ハイレベル会合 

WHO や UNESCAP を含む国際機関との会合に出席。 

・CDSHOD（Capacity Development for Self-Help Organizations of Persons with Disabilities）ワーク

ショップ 

パプアニューギニア、キルギスタン、タイにて開催。各ワークショップには 50 名前後の当事

者団体、政府関係者が出席。 

・CBR-Asia Pacific （AP） 

WHO と共催で、第 1 回アジア太平洋 CBR 会議（2009 年、於タイ）、第 2 回同会議（2011 年、

於フィリピン）を開催。政府高官や CBR 実施者を含む 600 名以上が参加。 

・アセアン自閉症ネットワーク 

ネットワーク構築のため、アセアン自閉症ワークショップを開催。9 カ国（ブルネイ、カン

ボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア）

から自閉症家族計 27 名が参加。 

・サブリージョナル・ネットワーク 

南アジア障害フォーラムやエンパワメント・カフェ等、サブリージョナル・ネットワーク構

築・強化のためのワークショップを実施。 

 

指標 7. 「FP や AO、ステークホルダーと連携し、グットプラクティスや有益情報を取りまとめ

たドキュメントが 30 できる。」 

モデル活動にかかる DVD やブックレット等が 57 種類作成・出版された。また、それら出版物

は FP や AO、国際機関等に広く配布され、ブックレット等資料に関しては APCD のホームページ

でも入手可能である。インタビュー調査によると、DVD やブックレットは AO や元研修生により
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現場での研修や活動に活用されている。 

「変革の担い手」としての障害当事者の活動をまとめたこれら出版物作成にあたっては、スト

ーリーに基づく知識創造（Story-based Knowledge Management： SbKM）の手法が用いられ、障害

当事者が作成のプロセスにかかわることに重きが置かれた。これら出版物は障害当事者が持つユ

ニークな知識・経験を行政官含む関係者と共有する有益なツールとなっている。 

 出版物の内容は以下のとおり（詳細はミニッツの Annex12 を参照）。 

・ブックレット：8 種 

・DVD 及びニュースクリップ：18 種 

・漫画及びフォトブック：3 種 

・ワークショップレポート：10 種 

・研修レポート：7 種 

・リーフレット・その他：11 種 

 

指標 8. 「APCD の活動に参加した者の 60％がコミュニケーションのアクセシビリティーに満足

する。」 

評価調査中のインタビュー調査結果によると、回答者の 87％がコミュニケーションのアクセシ

ビリティーに満足している（総回答者数 15 名の回答内訳：「大変満足」8 名、「ある程度満足」5

名、「あまり満足ではない」2 名）。 

情報のアクセシビリティーに関するカウンターパート研修を受講した APCD 職員が、そこで学

んだ知識を活用し出版物や研修資料のアクセシビリティー向上に努めている。また研修では、参

加者に合った資料準備（例：知的障害者の研修では絵を多く使用）や手話通訳の手配を行ってい

る。 

他方、インタビュー調査の中では、手話通訳者の能力等、聴覚障害者のアクセシビリティーに

更に改善の余地があることが指摘されいる。 

 

指標 9. 「研修受講者の 80％が満足している。」 

研修・ワークショップ参加者に対して実施したアンケート調査結果（計 17 回、研修終了後に

プロジェクトが実施）によると、94％の参加者が研修に「満足している」/「非常に満足している」

と回答しており、指標の求める 80％を達成している（アンケート調査結果はミニッツの Annex 13

を参照）。 

 

指標 10. 「研修参加者の 70％が、学んだことを共有し、活動のイニシアティブをとり、または、

活動を強化する。」 

APCD 職員へのインタビュー調査によると、2011 年 5 月以降、研修参加者には研修 3 カ月後の

活動報告を義務付けており、参加者の 3 分の 1 が活動レポートを送付、残りの半数からは写真を

含む何らかの連絡をメールで受領している。また、APCD の活動のほとんどは元研修生により実

施されているか、元研修生が参加している。これらから、研修参加者はある程度高い割合で学ん 
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だことを共有し、新たな活動を始めているものと推察される4。 

 

成果 2. 「国際的な活動を継続するため APCD の運営管理能力が強化される。」 

 

以下に示すとおり、成果 2 はその目標をほぼ達成している。 

 

指標 1. 「APCD マスタープランが APCD 財団によって承認される。」 

中間レビュー以降 APCD マスタープランが作成され、2011 年 5 月 3 日に APCD 財団運営委員

会によって承認された。 

 

指標 2. 「APCD マスタープランの進捗報告書が APCD 財団によって承認される。」 

 進捗報告書は作成された。 

 

指標 3. 「APCD の活動成果を示す年報が毎年発出される」 

 2011 年度年報が発行され、NEP に提出された。 

 

３－５ プロジェクト目標達成の見通し 

プロジェクト目標：アジア太平洋地域において、障害者のエンパワメントと、「障害者が権利を保

障され非障害者とともに諸活動に参画できる社会」の促進に向けて、APCD

が、障害当事者組織と各国政府を含む障害者支援組織の連携を促進する地域

センターとして機能する。 

 

指標 1. 「APCD に言及した公式文書や宣言の数」 

以下の 13 の公式文書及び宣言において APCD が言及されている。APCD は、これらの公式文

書作成の過程に主要メンバーとしてかかわっており、障害当事者組織と各国政府を含む障害者支

援組織の連携を促進する地域センターとしての役割を担ってきたと評価できる。 

 

1. Bishkek Statement（2008 年 10 月） 

2. Phuket Declaration on Disaster Preparedness for Persons with Disabilities（2009 年 5 月） 

3. Bangkok Statement（2010 年 1 月） 

4. South-South Cooperation Agreement（2009 年 3 月） 

5. Islamabad Recommendations on Regional Networking and Collaboration in South Asia   

（2010 年 7 月） 

6. Bangkok Statement on South-South Cooperation（2010 年 8 月） 

7. Bangkok Statement at ESCAP Committee on Social Development（2010 年 10 月） 

8. Kuala Lumpur Declaration（2010 年 11 月） 

                                                        
4 本指標の計測は困難であり、中間レビュー調査報告書でも「FP／AO のフォローアップ体制の充実」が提言として指摘され

ている。だが、2,000 名に上る研修参加者や 200 以上の FP／AO をフォローすることは現実的ではない。 
他方、APCD は限られた人員で、国際会議やミッション派遣時に公式・非公式の形で積極的なフォローアップを行い、メ

ール等を通じたやり取りも活発である。また、2011 年 5 月以降の研修参加者には、研修修了後 3 カ月後に必ずフォローアッ

プのメールを送ることにしている。 



 

－22－ 

9. Bangkok Statement on Autism（2010 年 12 月） 

10. Islamabad Recommendation（2011 年 1 月） 

11. Port Moresby Recommendation（2011 年 3 月） 

12. Dhaka Recommendation（2011 年 9 月） 

13. Manila Recommendation（2011 年 12 月） 

 

指標 2. 「草の根レベルの組織も含めた障害当事者組織と障害者支援組織により APCD が認知さ

れている数」 

評価調査中に実施されたインタビュー調査によれば、18 名中 5 名が「（出身国の）障害当事者/

障害者支援団体の 80％以上が APCD を認知している」と回答した。 

また、世界銀行が南南協力のベストプラクティスとして指定した 6 つの事例の 1 つに APCD が

認められた。これにより、国際レベルにおける APCD の認知度はより高まったと推察される。 

 

上記の指標達成状況から、APCD が障害関連組織間の連携を促進する地域センターとして機能

していると計測できる。また、APCD のファシリテーションにより連携が促進された具体事例は

数多く確認されており、本プロジェクト目標は達成されたと判断できる。連携が促進された事例

は「４－１－４ インパクト」の項目にて記すが、以下に顕著な事例を挙げる。 

 

(1) パプアニューギニアにおける障害当事者エンパワメントと UNCRPD の署名 

2004 年以来、APCD はパプアニューギニアの障害当事者エンパワメントに取り組んできた。

2007 年には Papua New Guinea Assembly of Disabled Persons（PNGADP）と共に CDSHOD ワー

クショップを開催した。そこには政府高官を含む多くの関係者が参加しており、関係機関/

者間のネットワークが醸成された。これら障害当事者のエンパワメントの過程は、SbKM 手

法を用いフォトブックにまとめられ、PNGADP の認知度向上に寄与した。2011 年、UNCRPD

の批准と実施を促進するための Make the Right Real キャンペーンを PNGADP、政府関係者、

UNESCAP 等と APCD が協働で開催し、約 80 名が参集した。こうした一連の活動により、

UNCRPD 署名に対する期待と認識が高まり、署名が実現し、政府高官は同条約の近い批准を

公約した。 

 

(2) パキスタンにおける UNCRPD の批准 

2005 年の CDSHOD ワークショップ以降、APCD は複数の AO と協働で数多くのセミナー

やワークショップを実施してきた。これらのすべての活動には FPである社会福祉・特別教育

省の特別教育局長の参加があった。このようなパキスタンにおける政府と当事者団体、及び

APCD の協働のプロセスは APCD のナレッジマネジメント活動として記録され、活用されて

いる。2011 年 1 月末、それまでの活動の蓄積により構築された政府と当事者団体間の連携に

より Make the Right Real キャンペーンが開催され、同条約の批准に少なからず影響を与えた。 

 

(3) 障害者の権利実現（Make the Right Real）に向けた UNESCAP との連携 

APCD と UNESCAP の連携活動として、UNCRPD の批准と実施促進を目的とする「Make the 

Right Real」報告書とホームページが作成された。 
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３－６ 上位目標達成の見込み 

上位目標：アジア太平洋地域において、①障害者のエンパワメントと、②「障害者が権利を保障

され非障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」を促進するために、

APCD の活動を通じて障害当事者/障害者支援組織の活動が強化される。 

 

指標 1. 障害当事者/障害者支援団体により、地域ネットワークや連携のメカニズムが導入・強化

される。 

指標 2. フォーカルポイント（政府調整・機関 FP）と協力団体（AO）により、①障害者のエン

パワメントと、②「障害者が権利を保障され非障害者とともに諸活動に参画できるバリ

アフリー社会」が促進される。 

指標 3. FP や AO と作成した行動計画が増える。 

 

以下の理由により、APCD が上位目標達成に向け漸進していると判断できる。 

・APCD と多様な関係機関との協働により、①障害者のエンパワメントと、②「障害者が権利

を保障され非障害者とともに諸活動に参画できるバリアフリー社会」を促進するための数多

くのネットワーク及び連携活動が実施されている。 

・APCD によるファシリテーションの下、障害当事者/障害者支援組織によりニーズに基づいた

地域連携/協働活動が進められ、強化されている。これらの活動は障害運動やインクルーシブ

開発を促進するものである。 

・FP や AO との連携に加え、APCD は国連機関や市民社会、民間セクターを含む多様な機関と

の連携を図っている。 
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第４章 評価 5 項目に照らした評価結果 
 

４－１ 評価 5 項目による評価結果 

４－１－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由により妥当性は高いと評価出来る。 

(1) 政策との合致 

2010 年 2 月 5 日、中間レビューにおけるタイ及び日本の合同評価チームは、本プロジェ

クトがタイ政府の政策に合致していると評価した。タイ政府は、“障害者の生活の質発展計

画 No.3 2007-2011”などの政策を取り入れる事により障害問題に取り組む事の重要性を強

調しており、この方向性はこれまでも維持されており、今後も維持され続けるであろう。

よって本プロジェクトは、タイ政府の政策に合致していると評価出来る。 

上記中間レビュー調査の終了時点で、ASEAN 地域における UNCRPD の批准国は、タイ

を含め 3 カ国であった。マレーシアが 2010 年 7 月に、インドネシアは 2011 年 11 月にそれ

ぞれ批准しており、2012 年 2 月 22 日現在、批准国数は 5 カ国と増えている。更に、ミャ

ンマーは 2011 年 12 月に加入手続きを、パプアニューギニア（ASEAN オブザーバー）は

2011 年 9 月に署名手続きをそれぞれ行った。南アジア地域では、ネパール（2010 年 5 月）

とバングラデシュ（2011 年 7 月）が批准しており、ブータンは 2010 年 9 月に署名手続き

を行った。これらの事から、アジア太平洋地域において、障害問題がこれまでも、そして

今後も重要課題の 1 つである事は明らかである。よって本プロジェクトは、アジア太平洋

地域諸国の政策に合致していると評価出来る。 

本プロジェクトの目標は、南南協力を促進し、社会的弱者支援の強化という日本政府及

び JICA の開発戦略に合致している。よって本プロジェクトは、日本政府の政策に合致し

ていると評価出来る。 

 

(2) ニーズとの合致 

<APCD のニーズ> 

本プロジェクトは、人材、特にフェーズ１で実施した技術研修の参加者、及び情報を活

用することによって、ネットワークと連携のさらなる促進をめざしてデザインされた。

APCD は、それぞれの研修員の国において、活動を継続していくための技能と知識を必要

としていた。こういったスタッフの技能強化というニーズに対応するため、プロジェクト

はスタッフの本邦研修を実施するとともに、研修管理に関する複数の短期専門家を APCD

に派遣した。 

よって本プロジェクトは、APCD のニーズに合致していると評価出来る。 

 

<障害当事者、その家族及び支援者のニーズ> 

APCD はプロジェクトの活動を通じ、障害者組織及び同支援組織間のネットワークと協

力関係を促進する仲介者としての経験を積み重ね続けており、この事は、特に草の根レベ

ルの関係組織のニーズに合致している。 

よって本プロジェクトは、障害当事者、その家族及び支援者のニーズに合致していると

評価出来る。 
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(3) アプローチの方法 

障害問題は、アジア太平洋地域における極めて重要な取り組みであり続けている。APCD

が、引き続き障害に関する地域センターとして機能し続ける事への期待は大きい。 

フェーズ１の終了時評価における提言に対応するため、本プロジェクトは、知的障害及

び聴覚障害のインクルージョンに焦点をおいた活動から開始した。これら二種の分野でプ

ロジェクトが経験を積んだ後に、その活動分野をクロス・ディスアビリティーへと拡大さ

せた。 

よって本プロジェクトは、アプローチの方法において適切であったと評価出来る。 

 

４－１－２ 有効性 

本プロジェクトは、以下の理由により有効性は高いと評価出来る。 

(1) プロジェクト目標達成の見込みの視点 

APCD は、インクルーシブでバリアフリーな人権に基づく社会に向けて、障害者組織及

び同支援組織間のネットワークと協力関係及び障害者のエンパワメントを促進する、アジ

ア太平洋地域における地域センターとして機能する事が出来る。「３－５ プロジェクト

目標達成の見通し」に記したとおり、プロジェクト目標のほとんどが達成されている。  

 

(2) プロジェクト目標と成果の因果関係の視点 

「3-4 成果達成状況」に記したとおり、成果達成の指標のほとんどが達成されている。

質の高い数多くのセミナーやワークショップの開催を通じ、APCD は機能的な地域センタ

ーとして認識されており、同時に、APCD 自体の能力、つまりは APCD 職員の技能も、機

能的な地域センターとして業務を遂行するに十分な程度に改善されている。 

 

４－１－３ 効率性 

本プロジェクトは、以下の理由により効率性は高いと評価出来る。 

(1) 成果達成の見込みの視点 

成果１及び成果２は、達成されている。プロジェクトの残りの期間で、更なる成果が期

待出来る。 

 

<成果に貢献した要因> 

・APCD 職員のコミットメント及び彼らの技能が、プロジェクトの円滑な運営に貢献して

いる。 

・①変革の仲介者としての障害当事者の参加、②障害当事者のニーズに合致したアプロー

チ、③多様な分野の組織の参加、④ネットワーキング、といった適切なアプローチが、

プロジェクトに適用されている。 

 

(2) 投入の視点 

<日本人専門家の投入> 

・プロジェクトの初期段階においては、知的障害及び聴覚障害に重心を置き、両分野の強

化のために専門家を投入しており、成果１の達成に貢献した。 
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・APCD は、APCD 職員、リソースパーソン、タイ国内の手話通訳者の技能改善を必要と

しており、そのニーズに基づき、研修管理の短期専門家を投入した。日々の業務は、長

期専門家がフォローとモニターを行い、これらが、成果の達成に貢献した。 

 

<日本からの機材投入> 

機材の投入は行われていない。 

 

<日本及び第三国でのカウンターパート研修> 

本邦研修は、APCD 財団理事、APCD 職員、障害当事者のリソースパーソンを含むカウ

ンターパートの人材を対象に実施した。研修参加者は明確な抽出条件によって選定され、

研修プログラムは必要 小限の期間の中で効率的に組まれた。研修参加者は帰国後、研修

での経験や新しく得た知識を、ワークショップやフォローアップ活動において、APCD の

他の鍵となるステークホルダーと共有した。 

 

<ローカルコスト> 

・プロジェクト運営費は適切な時期に投入され、プロジェクトの活動を効率的に支援した。 

 

<カウンターパートの職員> 

・APCD に関する権限が NEP から APCD 財団に委譲した事により、APCD で勤務していた

すべての NEP 職員は業務の引き継ぎを行った後、各々の元の政府部署に復帰した。 

 

４－１－４ インパクト 

本プロジェクトは、以下の理由によりインパクトは高いと評価出来る。 

APCD によるファシリテーションにより実施された諸活動を通じ、アジア太平洋地域におい

て以下を含む数多くのインパクトの発現が確認された。なお、マイナスインパクトは特に生じ

ていない。 

 

(1) 研修の効果 

APCD 研修に参加した多くの FP や AO が、習得した技術や知識を活用し、新たな活動を

始めている。 

 

(2) ファシリテーションの効果 

パキスタンやパプアニューギニアにおいて、ミッション派遣や FP/AO と協働で実施した

セミナーにより、UNCRPD に対する政府高官含む関係者の意識が高まり、批准/署名が実

現した。 

 

(3) 出版物の効果 

FP/AO を含む関係機関と協働し、「変革の担い手」としての障害当事者によるグッドプ

ラクティスを数多くまとめ、出版した。ナレッジマネジメントの原則に基づき作成された

これら出版物は、障害分野の関係機関だけではなく、ビジネスパートナーからも高い評価
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を受け、インクルーシブでバリアフリーな社会の促進に寄与している。 

 

(4) その他 

・APCD は国連機関を含む国際レベルのパートナーと連携し、政策レベルの障害運動促進

に貢献してきた。APCD は、アジア太平洋地域において障害者の権利保障を促進する重

要な機関であることが国際機関の間で認知されており、APCD がかかわった数多くの公

式文書がそれを示唆している。 

・OECD 及び世界銀行により「南南協力の好事例」として APCD が選ばれた。 

 

インパクトの詳細また他のインパクトについてはミニッツの Annex 14 を参照のこと。 

 

４－１－５ 持続性 

(1) 政策面 

アジア太平洋障害者のための、インクルーシブでバリアフリーな、権利に基づく社会に

向けた行動（2003 年から 2012 年）のための「びわこミレニアム・フレームワーク」及び

「びわこプラス・ファイブ」は、あらゆる活動への障害当事者の効果的な参加保障を求め

ている。APCD は上記フレームワークの中で、アジア太平洋地域における障害者のエンパ

ワメントと社会のバリアフリー化促進を担うセンターとして公式に位置付けられており、

APCD はその機能を強化してきた。第 1 の活動優先地域は大メコン地域、第 2 はアセアン

諸国、第 3 は南アジア地域である。 

 

(2) 組織面 

・APCD 財団の監督の下、APCD は組織機能を強化してきた。 

・情報共有やフォローアップ活動を通じ、APCD と AO のパートナーシップ関係は継続さ

れている。他方、多くの FP の代表者は他部署への異動が避けられず、FP との関係を継

続のは困難な状況である。 

 

(3) 技術面 

APCD 職員は十分な日々の業務遂行能力を備えている。また、仕事に対し高い意欲とコ

ミットメントを持っており、APCD が達成してきた成果は彼らの働きに因るところが大き

い。 

  

(4) 財政面 

日本財団とプロジェクト契約を締結した。また他機関とも資金提供につき交渉を行って

いる。 

 

(5) その他 

APCD の役割は国連機関により十分認知されている。また、UNESCAP や WHO と協力

関係があり、同関係はこれからも継続するものと推察される。 
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４－２ 結論 

(1) 本プロジェクト目標は達成された。 

APCD はアジア太平洋地域における障害と開発の地域センターとして機能している。また

APCD のファシリテーションにより、アジア太平洋 CBR ネットワーク、ASEAN 自閉症ネッ

トワーク、エンパワメント・カフェ、そして南アジア障害フォーラムを含む様々なネットワ

ーク基盤が設立された。 

 

(2) 顕著なインパクトの発現が確認された。 

パプアニューギニアやパキスタンでの UNCRPD の署名/批准に代表されるように、顕著な

インパクトが数多く発現している。 

 

(3) 継続したフォローアップが必要である。 

プロジェクト期間中に培ったネットワーク基盤や人的・情報資源が有効に機能するため、

APCD からの継続的なフォローアップが必要である。 
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第５章 聞き取り調査 
 

５－１ タイ 

障害問題の担当局は、社会開発・人間の安全保障省（Ministry of Social Development and Human 

Security）内の障害者エンパワメント局（NEP）。NEP は、タイ政府の組織改革により、それまで

担当局であった公共福祉局（Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable 

Groups：OPP）に代わり、2007 年 9 月に設立された。障害者に関する法律は、それまでの“Legislation 

on Rehabilitation of Disabled Persons Act”を修正して 2011 年 9 月 18 日に公布された“Persons with 

Disabilities Empowerment Act”が 新のものである。タイは、2008 年 7 月に UNCRPD の批准国と

なった。 

2007 年の統計5では、6,556 万の人口に対し、国民の約 2.9％にあたる 187 万人が障害者との結

果が出ている。187 万人のうち、男性は 86 万人（46％）、女性は 101 万人（54％）。他方、2012

年 2 月末現在、NEP の Web ページには、2 月 1 日現在の障害者数 141 万人（人口の約 2.1％）、そ

のうち、男性 78 万人（55％）、女性 63 万人（45％）と表示されており、2007 年の統計と比較す

ると障害者数が減少し、かつ、男女比が逆転している。 

 

５－１－１ 関連団体 

(1) ダオルアン（知的障害者本人の会） 

同会のメンバー2 名（両名とも知的障害者）と支援グループの代表にインタビューを行

った。2009 年に発足したダオルアンは、JICA 短期専門家や APCD 主催のワークショップ

等によりエンパワメントされた知的障害当事者が中心となり活動を展開している。当事者

メンバーは 15 名、各自がそれぞれの責任と役割を持つ。主な活動は、①アドボカシー（知

的障害者に対する理解促進、知的障害者の声を社会に表出させる）、②食器洗剤（オーガ

ニック）の製造・販売、③ボランティア活動、④余暇活動。 

APCD がダオルアンのメンバーに寄り添い、キャパシティ・ビルディングを行ってきた。

メンバーの 1 人は「APCD のおかげで自分たちの声を社会に届けることができるようにな

った。APCD は家族のようである」と述べた。CBID 研修での講義や、第 2 回アジア太平

洋 CBR 会議での発表（唯一の知的障害者の発表者）等の成果を上げている。 

 

(2) ノンタブリ自立生活センター／タイ自立生活センター協議会 

代表へのインタビューを実施。 

設立時より APCD にかかわっており、過去（フェーズ 1）には研修のタスクフォース・

メンバーとして研修デザインや評価に参加。また、JICA 短期専門家による「研修運営」研

修に参加し、そこでの学びは自身の団体活動に具体的に活かしているとのことである。 

今後 APCD と連携し、ASEAN 諸国の自立生活ネットワーク設立に取り組みたいとのこ

とである。また、APCD の建物はアクセシブルである故、彼の団体活動に使用したいが、

宿泊棟含め使用料が高いので考慮願いたいとの希望が挙げられた。 

 

 
                                                        
5 出典：The 2007 Disability Survey, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
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(3) ASEAN TV 

地上ではメコン地域の 3～4 カ国、衛星テレビでは 100 カ国以上で放映されているテレ

ビ局。APCD の活動を取材してきた記者にインタビューを行った。ASEAN TV では、これ

までに APCD 活動にかかる 2 分程度のニュースが 20 回強、4～5 分程度のプログラムがタ

イ語で 2 本、英語で 6 本程度報道された。 

APCD について、「タイだけではなくアジア諸国においては、障害者支援というとチャリ

ティが一般的だが、APCD は障害者のエンパワメントや社会にアプローチしているという

点においてユニークである」との意見であった。 

 

(4) The Association of Thai Deaf Children & Women’s Network Federation（TDCWNF）6 

創設者は、NADT の元職員。女性の意見をより主張したいと 2008 年 6 月 TDCWNF を設

立し、女性聴覚障害者及び聴覚障害児の人権、家庭内暴力の女性被害者の保護救済を主な

目的として活動中。2008 年 4 月の CBR 研修に参加。Action Plan として、CLMV（カンボ

ジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）の聴覚障害者団体との交流ミッションを企画。2009

年 5 月、法人として認可された。 

同研修への聴覚障害者の参加は、30～40 名の受講者中、1 割未満。特定の障害者に質疑

応答が集中する等の偏りはなかったが、講義内容は難しく、手話通訳は苦労していたとの

こと。上記ミッション終了後の個々の団体との交流は、言語と予算の制約により途絶えて

おり、アクションプラン後のフォローアップの課題が浮き彫りとなった。 

 

(5) National Association of the Deaf in Thailand 

代表へのインタビューを実施。JCC メンバー。 

現在 APCD とは具体的な連携活動を行っていないが、聴覚障害者が障害者の権利に関し

学ぶ活動を、タイ及びタイ周辺国で APCD と連携し行いたいとのこと。具体的なアクショ

ンプランを作成したい旨希望が挙げられた。また、会議や研修等での聴覚障害者の情報ア

クセシビリティーをさらに確保するため、準備段階から聴覚障害者が参加する必要がある

との意見が出された。 

 

(6) Council of Persons with Disabilities of Thailand 

すべての障害種別をカバーしている協会。フェーズ 1 から APCD と協力関係にあったが、

フェーズ 2 では知的障害及び自閉症の分野を中心に連携。同団体の代表にインタビューを

実施。同氏はアセアン自閉症ネットワークの代表を兼務している。 

知的障害及び自閉症の分野では、短期専門家やカウンターパート研修を通じ多くの学び

を得たとのこと。特に、知的障害者の就労、保護者のボランティア活動、知的障害者の権

利擁護活動はタイでは一般ではなく、有益であったとの回答を得た。 

タイ国内における APCD の役割が明確ではないため、今後の具体的な活動に関しアクシ

ョンプランを作成し、国内の団体強化等に連携し取り組みたい旨希望が挙げられた。 

 

                                                        
6 インタビューは、タイ語通訳とタイ式手話通訳の計 2 名を介して行った。 
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５－１－２ CBID 指導者研修 研修生 

評価調査中に実施された「Training of Trainers for Community-based Inclusive Development

（CBID 指導者研修）」（2012 年 2 月 6 日～17 日）の研修生 6 名に対し聞き取り調査を行った。

参加者 15 名のうち、女性は 5 名、男性は 10 名、自費参加者は 9 名であった。聴覚障害者はお

らず、1 名の視覚障害者以外は全員が肢体不自由者で、講義は性別・障害種による偏りもなく、

平等に行われているとの感想を耳にした。研修前に E メールで全テキストを配布し、前もって

目を通す機会を与えていた事も好評であった。視覚障害者の研修生は、音声ソフトを用いて読

んだとのことである。 

研修内容に関する感想は、極めて高評価であった。特に、CBR が登場した 80 年前後から、

21 世紀に入った直後に WHO が開催したガイドライン開発会議で作成された CBR マトリック

ス、そして、今研修における CBID へと刻々と進化する流れに着いて行くためには、今回のよ

うな研修への参加は不可欠との意見が多く聞かれた。また、聞き取り対象者の多くが、今回の

研修で学んだことを活かし、政府レベルでの CBR/CBID 研修の実施や、自助グループの立ち上

げ等、新たな活動を始める具体的な計画を持っていた。 

APCD の認知度は、研修生の所属団体・国によって異なった。カンボジアでは過去に APCD

が現地でワークショップ等開催したことがあり、都市部での認知度は 8 割以上との回答であっ

た。他方、ウズベキスタンでは 30％程度、パキスタンでは 2 割未満という回答を得た。パキス

タンからの参加者 2 名によれば、知名度が低い理由は、国土が広く、一部の地域での APCD の

活動は、他の地域では耳にしないためとのことであった。 

 

５－１－３ リソースパーソン 

リソースパーソンとして活躍する 4 名に対しインタビューを行った。 

APCD は研修実施や情報提供以外に、国際レベルで組織と組織、人と人を繋げ、障害運動を

ファシリテートする機関であり、そのように他機関からも期待されているとの回答が多くあっ

た。また今後の APCD の役割として、世界レベルでの活動展開や、研究機能の強化が求められ

ているとの意見があった。 

 

５－１－４ APCD 職員 

APCD 職員 7 名に対しヒアリングを行った。 

APCD の職員間におけるコミュニケーションは、総じて良好という回答であった。上部への

進言は必ず自分が所属する部門の長を通じてなされ、上部からの返答も所属長を通じて本人に

伝えられるというシステムとなっているが、その状況に関し、大きな不満は聞かれなかった。 

多くの職員が、APCD は上位目標の達成に向け漸進していると回答した。その要因として、

職員が APCD のミッションを理解し、共有していること、また一人ひとりが高い意欲とコミッ

トメントを持って仕事に従事していることが挙げられた。 

カウンターパート研修では、ユニバーサル・デザインや研修運営について学んだことを具体

的に業務に取り入れ活かしているとのことであった。 

 

５－１－５ APCD 理事 

APCD 理事 6 名（うち 4 名は障害当事者）に対しヒアリングを行った。 
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ヒアリングは個別に行ったが、共通して ASEAN 諸国を対象とした活動等について NEP と更

に連携を強化するべきであるとの指摘があった。また、APCD 建物（事務棟及び研修棟）の改

修及び活用についても NEP と緊密な連携が必要との指摘があった。この点については、調査中

に開催された理事会でも議論された。 

 

５－２ インドネシア 

 障害問題の担当局は、社会省（Ministry of Social Affairs）内の社会サービス・リハビリテーショ

ン部（Department of Social Services & Rehabilitation）障害者局（People with Disabilities Division）。

インドネシアは、2011 年 11 月に UNCRPD の批准国となった。 

2010 年に実施されたセンサスには障害に関する質問事項があるが、「障害を持つ家族がいる

か？」、「その障害は、見る事、聞く事、運動する事、思考する事のどれに該当するか？」といっ

た、極めて大雑把な内容となっている。同センサスの 終結果報告はいまだ公開に至っていない

が、統計局が第一次集計結果を、オフィシャルに使用すべき数値ではないとの注釈付きで、担当

部局に以下のように報告している。障害者局も、WHO や世界銀行の推測値から大きく下回って

いるこのデータを鵜呑みにはしておらず、障害のより詳細な定義に基づいた調査が必要であると

している。 

 視覚障害   3.05％ 

 聴覚障害   1.58％ 

 運動機能障害  1.62％ 

 知的障害   1.44％ 

 

５－２－１ 関連団体 

(1) CBR-DTC（Development and Training Center） 

首都ジャカルタがあるジャワ島のほぼ中央（ジャカルタは西端）に位置するソロ（正式

名称はスラカルタ）にある、1978 年設立の NGO。CBR 関係者の中で知らない人はいない

ほど有名かつ古い組織。現職員数 53 名。同組織は AO に登録されている。インタビューを

行った Mr. Sunarman Sukamto は、同組織代表（1999 年に就職）で障害当事者。2009 年、

APCD の CBR と自助団体のインクルージョン促進研修に参加。以後、リソースパーソンと

して APCD における研修で講義している。インパクトに関するインタビューでは、以下の

話が聞かれた。 

・医療リハを軸とした CBR から平等な権利の主張へと、CBR-DTC が行う障害者（Persons 

with Disabilities：PWDs）や障害当事者団体（Disabled People's Organization：DPO）を対

象とした研修内容が変わった。 

・国際障害者デーの行進の際、前年までは儀式のように黙って行列の後をついて回るだけ

であったが、CBR-DTC の研修を受けた PWDs は、障害者の権利を声を張り上げて主張

しながら行進した。 

 

(2) CBR Alliance Secretariat 

CBR Alliance を組織したきっかけは 2006 年 5 月の大地震。家も財産もなくした身体障害

者（脊損、重度の骨折等）が一気に増加。DPO の連携と CBR の拡充の必要性が増し、CBR 
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Alliance のアイディアが自然に生まれた。CBM（Christian Blind Mission）のファンドによ

りジャワ島内の NGO が参加し、VSO（Voluntary Services Overseas）の技術協力を得て、 2007

年に 2 回（7 月、11 月）2008 年に 1 回（4 月）のワークショップを経て、25 の組織による

Allianceが誕生。インタビューを行ったMs. Huldaria Bakoは、APCDのCBR研修に参加（2010

年）。インパクトに関するインタビューでは、以下の話が聞かれた。 

・南スラウェシ州のトランジャ族の村に、18 歳になる両下肢不随＋右腕不随（原因は

不明。血族婚姻が多いための可能性もあり）の娘がいて、CBR Volunteer が説得しても、

母親が一歩も娘を外に出さず、娘も出ず。娘の髪を梳くのも母親。2011 年 4 月、Ms. Bako

が同地域を視察し、偶然に訪問。APCD で学んだ Empowerment の話を母親に。1 月後、

CBR Volunteer から、娘が自分で髪を梳くようになり、母親は、少しずつ何かを自分でさ

せるつもりだと話したと電話で報告。 

 

(3) Sehjira Deaf Organization 

寄付を募り、貧困層の聴覚障害児者に教育・就労に関する正確な情報を提供する事を目

的に、聴覚障害ボランティアが 2001 年 12 月に設立。現在の活動は、聴覚障害者がいる家

族を対象としたセミナー、聴覚障害者の就労に関する情報提供、聴覚障害児の就学のため

のファンドライジング、メディアに対する手話啓発など。同組織は AO に登録している。

インタビューを行った Ms Angkie Yudistia（重度難聴者）は 2010 年 3 月に DET（Disability 

Equality Training）を、Mr. Ahmed Fachri Siredz（失聴者）は同年 6 月に CBR 研修を、APCD

で受講している。インパクトに関するインタビューでは、以下の話が聞かれた。 

<Ms Angkie Yudistia> 

・研修修了後、帰国して Thisable Enterprise を設立。インドネシアの法律に基づいて企業

内に障害者支援基金を持っている特定企業（オイル、天然ガスなどの分野）を対象に、

その基金使用方法及び基金を元にした障害者雇用のコンサルティングを開始した。事業

は始めたばかりなので具体的成果はいまだ出ていないが、企業からの問い合わせは増え

ている。 

・2011 年 12 月、自伝「A DEAF WOMAN WITHOUT LIMITS」を出版。インドネシア語版

3,000 部（単価 49,000 ルピー）、英語版 1,000 部（単価 US$15.00）値段は出版社が決め、

各本屋に配布して販売促進中。販売開始後いまだ 1 カ月で販売部数の集計は出ていない

が、読者からの E メールが 150 通、Facebook は 2,000 人、twitter は 1,500 人のフォロワ

ーが出来た。 

 

<Mr. Ahmed Fachri Siredz> 

・研修を受けてからは、情報の Accessibility を Deaf に対して如何に保持するかという視点

を得た。今はリソースパーソンとして、他の Deaf の SHO や DPO において、Deaf が Agent 

of the Right になるための教育を実施しており、DPO 内の手話をいまだ習得していない人

達が書き言葉を多用するように変化している。 

・特別支援学校を訪問して講義を行う事を始めた。子供達に、Deaf でも可能性が沢山ある

事、その可能性を自分で見付ける努力をする事を話し続けている。Ms Angkie の本（イン

ドネシア語版）はその際に非常に良いサンプルとなっていて、子供達の態度が一変する。 
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(4) Yayasan Autisma Indonesia 

設立は 1997 年 3 月。自閉症児者を持つ家族や対応する教育関係者に、自閉症を理解し

如何に対応すべきかについての情報を提供している非営利組織。会員（本人、家族、医療

及び教育関係者など）数は約 1,000 名。ASEAN9 カ国の自閉症（Autism）関係団体が集ま

って会議を行うための仲介を APCD が行った。インパクトに関するインタビューでは、以

下の話が聞かれた。 

・APCD が仲介して 2010 年 12 月に開催した 9 カ国会議の結果、2011 年 4 月に ASEAN  

Autisma Network（AAN）という 9 カ国間のネットワークが出来上がった。ANN のホー

ムページ設置は、APCD の Mr. サムチャイ（International Training Manager）が協力。APCD

の仲介がなければ AAN は出来ておらず、非常に大きな貢献。2012 年も、AAN は 4 月に

会合を行う予定。（4 月 2 日は国際 Autism デー） 

 

５－２－２ FP：フォーカルポイント（政府機関） 

社会省（Ministry of Social Affairs）社会サービス・リハビリテーション部（Department of Social 

Services & Rehabilitation） 

2009 年 3 月に FP の署名を行った社会サービス・リハビリテーション部の長（Director 

General：DG）は、その月末に、前任者である Dr. Makmur Sunusl と交代。更に、その Dr. Makmur

に代わり、Mr. Samsudi が 1 月 27 日に DG に就任。前任者からの引き継ぎはなく、APCD の名

称も活動内容も理解されていなかった。 

障害に係る実際の業務は、社会サービス・リハビリテーション部内の障害者局（People with 

Disabilities Division）で、現在の長（Director）は Ms. Justina Dwi Noviantari。ただし同女史は、

来週、Secretary DG（DG のすぐ下のポスト）に就任の予定。それにより、障害者局の長も新任

が就任する。 

 

５－３ パプアニューギニア 

障害問題の担当局は、コミュニティ開発省（Department of Community Development）障害局

（Division of Disability）。同国は 2011 年 6 月、UNCRDP に署名したが、障害者数を大まかにでも

把握出来ておらず（センサスに障害に関する項目が存在しない）、世界銀行による「世界のおよそ

15％の人口が何らかの障害を持っている」（出典不明）との推計値を使用しているに過ぎない。 

 

５－３－１ 関連団体 

(1) CBR PNG Network 

The 2nd CBR AP Congress（Nov. 2011, Manila）に PNG から 10 名参加。この集まりを機に、

PNG の PWDs 関係の NGO の横の繋がりを強化するため、CBR PNG Network を編成。PNG

内の 32 団体が参加。ボードメンバー5 名中、政府関係者は、総合病院の PT 2 名。活動は、

参加団体に様々な情報を提供（CBR 資料、セミナー開催情報、補助器具の入手方法など）。

インタビューを行った Mr. Rjesh Nanda は、POM（ポートモレスビー）総合病院内の義肢装

具ワークショップの所長。以下の各会合終了後に引き続いて APCD が実施した CBR 1 日研

修に参加。（①The 1st CBR AP Congress, Feb. 2009, Bangkok ② The 1st AP Convention on CBR, 

Nov. 2010, Malaysia ③The 2nd CBR AP Congress, Nov. 2011, Manila）インパクトに関するイ
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ンタビューでは、以下の話が聞かれた。 

・APCD 主催の The 1st Pacific Sub-Regional Training Seminar on Capacity-Building for Self-help 

Organizations of Persons with Disabilities （CBSHOD）を 2007 年 2 月にポートモレスビー

（ホリデイ・イン）で開催。13 カ国（30 名～40 名）が参加。コミュニティ開発省が開

催の挨拶。コニュニティ開発省は、同セミナーを機に National Policy on Disability の策定

に着手した。また、Dept. of Community Development に障害者対策予算を付けた。 

・2002 年から連携のあった PNG の NGO が、上記セミナー後に Papua New Guinea Assembly  

of Disabled Persons （PNGADP）を組織化し、2008 年、PNG における初の障害関連 NGO

として政府に登録された。 

・コミュニティ開発省による National Policy on Disability の策定着手を受け、NBDP 

（National Board for Disability Persons の略。設立は 1979 年。設立目的は、リハ・補助具

を含む医療の充実）もコミュニティ開発省と保健省の協力を受けて National Strategic Plan 

2008 – 2012 を策定。CBR を取り入れた。 

・保健省（Dept. of Health）が、十カ年計画（2011～2020）の中に CBR 活動における医療

サービスを初めて盛り込んだ。それまでの計画には、CBR の文言はない。 

 

(2) PNGADP （Papua New Guinea Assembly of Disabled Persons） 

2002 年 8 月、PNG で初めての National Disability Conference が開催。32 の NGO（障害者

支援団体）が参加し、結果として、後に PNGADP となる組織間の連携が出来上がった。

APCD 主催の The 1st Pacific Sub-Regional Training Seminar on Capacity-Building for Self-help 

Organizations of Persons with Disabilities （CBSHOD）が 2007 年 2 月にポートモレスビーで

開催された後、それまでの連携を組織化し、2008 年、PNG における初の障害関連 NGO と

して、PNGADP は政府に登録された。 

同組織は AO（2009 年 3 月に署名）に登録している。インタビューを行った代表の Ms. Ipul 

Powaseul （両下肢不随）は、2011 年 2 月、2 日間の E-Café 研修に参加。インパクトに関

するインタビューでは、以下の話が聞かれた。 

・2006 年 3 月、APCD が PNG に調査団を派遣。PNG の障害者団体との連携の可能性を調

査。その際、自助団体（Self-Help Organization：SHO）というコンセプトが初めて PNG

に持ち込まれ、調査団が訪問した漁村で初めての SHO が誕生した。APCD はその後、7

月と 12 月にも PNG に調査団を派遣。PNG における Regional Workshop for the Capacity 

Development of Self-Help Organizations of Persons with Disabilities （CDSHOD）の開催を

コミュニティ開発省に提案、合意に至る。この合計 3 度の調査団（車椅子の障害者がリ

ーダー）による PNG の視察を受けた各地の障害者と支援組織は、障害者の可能性とバリ

アーについて学ぶ機会を得て、ある村は教会へのアクセシビリティーを改善するため、

独自で車椅子用のスロープを木材で作成した。 

・2007 年 2 月、CDSHOD のワークショップが APCD 主催で開催された。同ワークショッ

プでスピーチしたコミュニティ開発省は障害に関する National Policy に触れ、2009 年に

National Policy on Disability を PNG で初めて策定した。 

・CRPD の推進活動として APCD が派遣したミッションが Make the Right Real キャンペー

ンを 2011 年 3 月末に PNG で行った結果、コミュニティ開発省と外務省を動かし、2011
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年 6 月 3 日、PNG 政府は CRPD に署名を行った。 

 

５－３－２ FP：フォーカルポイント（政府機関） 

コミュニティ開発省（Department of Community Development）障害局（Division of Disability） 

UNCRPD に関し、コミュニティ開発省は、既に批准に向けた申請書を外務省に提出。外務省

も国会に提出しているが、そこで止まっている。国会で承認されれば、外務省が国連に申請を

出す事になるが、それがいつになるかは分からない。 

2012 年（本年）10 月に、PNG がホストとなって、Pacific Islands Disability Ministers’ Meeting

の開催が予定されている。その会合が、批准の 1 つのきっかけになると期待されているが、そ

の前の 6 月に総選挙があり、コミュニティ開発省の Minister が誰になるかによっても、状況が

変わる可能性がある。 

FP 署名を行った前 Secretary が本年（2012 年）1 月末に突然の交代となり、それを不満とし

て、前 Secretary（既に新 Secretary が着任）は訴訟準備を行っている。 

 

５－４ バングラデシュ 

障害福祉の担当部局は社会福祉省（Ministry of Social Welfare）下にある社会サービス局

（Department of Social Service）である。障害者の権利や差別の禁止を網羅的に定めた「バングラ

デシュ障害者福祉法」が 2001 年に制定された。同国は 2007 年 11 月に UNCRPD を批准、また 2008

年には同条約の選択的議定書も批准しており、国内の関係法規の整備が求められている。 

 

５－４－１ 関連団体 

(1) Bangladesh Protibandhi Kallyan Somity （BPKS） 

AO である BPKS は 1985 年に設立された障害当事者団体であり、その活動を率いてきた

代表にインタビューを行った。APCD とは APCD 設立時より関りがあり、フェーズ 1 時に

はリソースパーソンとして研修に従事。同氏は国際レベルでも当事者リーダーとして活躍

している。 

APCD の強みは、認知度が高く、障害当事者/団体からの信頼が厚いことであり、APCD

は草の根の当事者団体と政府レベルをつなげる役割を担っているとの意見であった。また、

APCD は今の大きな障害運動の一部であり、政策レベルに与える影響は大きいとのこと。 

APCD への提言として、今後更に政策レベルにおいてダイナミックに活動展開するには、

支所を作る等分権化を進める必要がある旨述べられた。政策レベルでの活動を更に促進さ

せるためには、各国の障害に関する政策や当事者団体の動向を把握し、フォローアップを

行う必要があるが、バンコクの事務所でその機能をすべて担うのは難しい故とのことであ

る。 

 

(2) DPO 代表者によるグループディスカッション 

BPKS 傘下の DPO 代表者 7 名及び BPKS 職員 1 名によるグループディスカッション。う

ち、APCD 研修参加者は 2 名、ミッション派遣時に APCD が団体視察を行ったのは 4 団体。 

APCD に対する認識に関しては、「草の根レベルで障害者の権利を推進している団体」、

「DPO の代弁者」、「アジア太平洋地域において DPI や UNESCAP と連携し障害運動を推進
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している団体」等の意見が出され、APCD の地域センターとしての機能・役割は十分認知

されているようであった。 

APCD が与えた 1 番大きなインパクトとして、当事者自身の障害に対する見方が「医療

モデル」から「社会モデル」へ、そして「権利に基づくアプローチ」へと変革されたこと

が挙げられた。障害に対する認識の変化は彼らの活動に具体的に反映され、団体の名称な

らびに活動アプローチの変更や、当事者としての積極的な政策会議への参加等、障害運動

が促進されている。 

 

(3) Young Power in Social Action （YPSA） 

YPSA は 1985 年に設立された NGO であり、保健、教育分野を中心に地域に根ざした活

動を展開している（障害者支援に特化している団体ではない）。ボランティアを含めスタ

ッフ数は 2,200 名。障害者をターゲットとした活動の他に、プログラムにおける障害のメ

インストリームにも取り組んでおり、現在障害を持つフルタイムスタッフが 15 名働いて

いる。インタビューは団体代表、APCD 研修参加者 3 名（視覚障害者 2 名、身体障害者 1

名）、障害当事者スタッフ 1 名（視覚障害者）に対し行われた。 

APCD 研修で学んだ DET や UNCRPD に関する知識を活用し、研修を実施する等、障害

当事者のエンパワメント活動を行っている。結果 47 の自助グループの立ち上げに成功し、

そのうちの 2 つは女性障害者グループであるとのこと。また、APCD の ICT 研修（フェー

ズ１時）で学んだ技術を活かし、YPSA 事務所内に ICT センターを設立し、これまでに 228

名の視覚障害者が研修を受講している。 

インタビュー後、彼らがかかわっている女性障害者の自宅を訪問させていただいた。1

軒目は父親、娘 3 人とも下肢に障害を持つ家族、2 軒目は 4 姉妹が視覚障害を持つ家族。

APCD で研修を受けた YPSA 職員がそれぞれの家族を定期的に訪問し、障害を持つ彼女た

ちが徐々にエンパワメントされた話を聞くことができた。彼女たちは今、NGO の地域ワー

カーとして働いたり、大学に通い始める等活躍している。APCD の元研修生がロールモデ

ルとなり、草の根レベルで障害当事者のエンパワメントを促進している好事例である。 

 

(4) Women with Disabilities Development Foundation （WDDF） 

同団体の副代表であり、また南アジア障害者フォーラム（SADF）の代表を務める女性

当事者リーダー（視覚障害）に対しインタビューを行った。 

APCD の強みは障害当事者による高い認知度と信頼であるとのこと。APCD は DPO を支

援する団体であり、彼女自身アドバイスや情報が必要な時にはコンサルテーションを求め

ることができるとの意見であった 。また、ホームページや Empowerment Cafe で入手でき

る他国や知的障害者の活動を含む情報は大変有益とのことであった。 

SADF について、「SADF は南アジアにおける唯一の障害当事者ネットワークであり重要

である。障害者の権利保障を獲得していくために一体となり、政策提言を行っていくこと

が期待されており、代表として頑張っていきたい」と述べた。 

 

５－４－２ フォーカルポイント（政府機関） 

社会福祉省（Ministry of Social Welfare）の局長（Joint Secretary [援助機関担当]）である Meshkat 
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Ahmed Chowdhury 氏にインタビューを行った。同氏が所属する行政官房は障害分野を含む社会

福祉（貧困者、孤児、マイノリティー等）全般の政策業務を担っている。他方、APCD の FP

は政策実施機関である部局（Social Service）であるが、今回の調査期間中には先方の都合によ

りインタビューを行うことはできなかった。 

APCD が部局を FP としていることに関し、政策業務を担っているのは行政官房である故、

行政官房を FP とするか、または両者を FP とし連携活動行う方が有益である旨提案がなされた。

また、今後 APCD に期待する連携分野は①政策業務（行政官のキャパビルや政策へのインプッ

ト）、②障害児教育やセラピー、専門機器などテクニカルな支援とのことである。 
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第６章  提言と教訓 
 

６－１ 提言 

(1) 「新アジア太平洋障害者の 10 年（2013-2022）」における国際的連携の強化 

社会開発・人間の安全保障省と JICA を通じたタイと日本両政府の協力の下、APCD は、「ア

ジア太平洋障害者の 10 年（2003-2012）」の促進のための地域の拠点として、非常に大きなイ

ンパクトを残した。APCD、社会開発・人間の安全保障省、JICA、APCD の FP 及び AO 間の

国際的連携を、特に計画中の「新アジア太平洋障害者の 10 年（2013-2022）」のフレームワー

クにおいて、UNESCAP とのパートナーシップの下、更に強化する事を提言する。 

 

(2) 地域に根ざしたインクルーシブな開発（CBID）活動の促進 

APCD は、CBR 太平洋アジアネットワークの事務局として WHO に認知されており、更に

は、世界規模での CBR／CBID センターとなる事が期待されている。JICA が引き続き APCD

及び社会開発・人間の安全保障省との連携を継続する事を提言する。 

 

(3) APCD の活動に対するタイのステークホルダーの協力の促進 

APCD との連携に前向きに参加するように、リソースパーソン、アドバイザー、プロジェ

クトパートナーとしての、社会開発・人間の安全保障省、タイの障害当事者及び産業界を含

むタイのステークホルダーの協力が、より促進されることを推奨する。しかしながら、APCD

のマンデートである国際的立場には特別な配慮が必要である。 

 

(4) APCD 施設の活用 

APCD のパートナーのニーズに合わせ、APCD の事務棟及び研修棟をより多く活用する事

を提言する。特にタイ国内や他のアジア太平洋諸国の障害者が使用することに対して、料金

割引システムなどのインセンティブが考えられる。更に、日本政府による無償援助の目的に

沿って、JICA の障害と開発の国際研修を APCD のアクセシブルな施設で実施する事も提言

する。 

 

(5) より多様な障害者の参加 

フェーズ２において、知的障害者とその家族及び聴覚障害者の自助グループの育成に非常

に大きな進展があった。しかしながら、精神障害者には、実際に焦点は置かれなかった。こ

れらのグループが APCD の活動により多く参加し、将来的にはリージョナル及びサブリージ

ョナルな地域の連携においてメインストリームする事を推奨する。 

 

６－２ 教訓 

(1) JICA 専門家の派遣においては、カウンターパートの能力にかんがみて、必要な専門性が考

慮されるべきである。 

 

(2) フェーズ１及びフェーズ２を通して蓄積された人的・情報資源並びに構築されたネットワ

ークは、APCD の重要な資産であり、今後の活動においてもさらに有効活用されるべきもの
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である。 

 

(3) タイ、ミャンマー、及びカンボジアにおける自助グループのエンパワメントのため、知的

障害当事者がリソースパーソンとして派遣され、活躍したことは画期的な事例であり、プロ

ジェクトの顕著な成果に貢献するものである。 

 

(4) APCD のナレッジマネジメント活動としての記録作成により、効果的に知見を蓄積し、関

係機関と共有することができた。また、フィリピンの SM スーパーモール（ショッピングモ

ール）やマレーシアのエア・アジア（航空会社）、ASEAN TV（マスメディア）を含む民間セ

クターとの連携により、APCD の認知度を広域に向上させることに成功した。 

 

(5) APCD のファシリテーションにより、障害当事者団体、各国政府、そして UNESCAP や

WHO を含む国際機関の有機的な連携が促進され、その結果として各国の障害政策が策定さ

れた。 
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第 7 章 団員所感 
 

７－１ 松井 亮輔団員（障害者ネットワーク） 

 今回、アジア太平洋障害者センター（APCD）プロジェクト（フェーズ 2）終了時評価調査団に

参加してあらためて実感させられたのは、APCD がフェーズ 1 及び 2 を通じて、そのプロジェク

ト目標である、アジア太平洋地域において(1)障害者のエンパワメントの強化に資する各種研修の

実施及び(2)障害当事者組織と各国政府を含む、障害者支援組織の連携を促進する地域センターと

して、十二分に機能し、当初の予想以上の成果をあげていること、またそのことがアジア太平洋

地域だけでなく、国際的にも高く評価されているということである。 

 その意味では、APCD は、日本の ODA による国際協力のモデルケースのひとつといえる。と

くにタイにおいては日本以外には、障害分野で ODA による協力を実施している国はないだけに、

日本の存在感を高めることにも大きく寄与しているといえる。それは、これまでこのプロジェク

トの企画・実施にかかわってきた日・タイ両国の政府関係機関、障害当事者団体を含む、関係団

体、並びに JICA 専門家及びタイ・カウンターパートなどの関係者の献身的な努力の賜物であり、

大いに評価されてよい。 

  

このように、APCD は予想以上に大きな成果を上げる一方、将来展望についてはつぎのような懸

念材料もあることも留意する必要がある。 

 APCD はフェーズ 2 の途中で、タイ政府の決定により、その運営主体がタイ国社会開発・人間

安全保障省国家障害者エンパワメント事務局（NEP）から APCD 財団にかわったことに伴い、APCD

職員が所長も含め、すべて財団プロパーの職員に入れ替わった。つまり、タイのカウンターパー

トが、政府機関である NEP から、実質的には、NGO である APCD にかわるということは、APCD

プロジェクトにとっては予想外の展開といえる。 

 APCD 財団は、タイ政府（NEP）から相当額の補助（水光熱費を含め、年間約 800 万バーツ）

を受けているとはいえ、フェーズ 2 後にマスタープランで予定されている APCD の活動を継続的

に実施するには、それ以外の収入の安定確保が不可欠であり、そのため APCD では、WHO や日

本財団などとの共同プロジェクトなども具体化している。 

 しかし、少なからず APCD 財団の理事が指摘しているように、APCD の今後の方向性やそれを

具現化した中・長期計画、及び政府機関、とくに NEP との関係のあり方について、理事会でコン

センサスを形成するための、十分な検討がなされていないことが懸念される。もっとも理事会の

運営のあり方については、JICA サイドが口出しすべきではなく、あくまで理事をはじめ、APCD

財団のマネジメントにかかわる関係者間で調整すべき事柄とはいえ、フェーズ 2 の成果の 1 つと

して「国際化に向けて APCD の運営・管理能力が強化される」ことが挙げられているだけに、所

長などマネジメント実務担当責任者などに対して、必要に応じて助言などをすることも求められ

よう。もっとも、そうした助言が前向き、かつ、真摯に受け止められるには、JICA 専門家とタイ・

カウンターパートとの良好なパートナーシップの構築がその前提条件になる。 

 わたしたち調査団のメンバーもオブザーバーとして出席した、2 月 22 日の理事会では、NEP と

の関係のあり方などについて「従来になく」活発な議論が行われ、理事会議長であるテート氏も

含め、理事間でそれらの課題についての共通理解が深まり、課題解決に向けて前進がはかられる

可能性がでてきたことは、喜ばしいことといえる。 
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 JICA としては、フェーズ 2 終了後は、APCD に対してこれまでと同レベルの投入はできないに

しても、APCD が今後も障害者のエンパワメントにかかる研修及びネットワークのための地域セ

ンターとしての役割を効果的に果たしうるよう支援するため、何らかの投入を引き続いて行うこ

とが求められよう。その投入の選択肢としては、たとえば、現在国内で実施されている障害分野

での課題別研修のいくつかを見直すことにより、APCD で第三国研修として実施することも考え

られよう。 

  

 なお、ESCAP では、第 2 次アジア太平洋障害者の十年（2003 年～2012 年）に続いて、「アジア

太平洋障害者の権利実現の十年、2013 年～2022 年」（the Asian and Pacific Make the Right Real 

Decade of Persons with Disabilities, 2013 - 2022）の実施を予定している。そして同十年が目標とす

る「アジア太平洋地域における障害者の権利の実現」を推進するための「インチョン戦略案」（こ

の案は、今年 10 月 29 日から 11 月 2 日にかけて韓国・インチョンで開催されるハイレベル政府間

会合で採択される。）では、「APCD は、障害者が使いやすい製品、サービス、雇用機会及び起業

を促進する、障害インクルーシブなビジネスに携わる民間セクターの奨励にとくに配慮した、障

害者の能力構築と多分野連携を継続する」よう要請されている。これは、実際には APCD サイド

からの働きかけで、同戦略案にとり入れられたものではあるが、フェーズ 2 終了後の APCD への

JICA の協力のあり方を検討するにあたっては、こうした取り組みも選択肢の１つとして考慮する

必要があろう。 

 

７－２ 中西 由起子団員（障害者エンパワメント） 

 折しも国連では障害者の権利をめぐる討議がさかんとなり、アジア太平洋では域内初の障害者

の十年が成功裏のうちに第 2次十年へと引き継がれようとしていた2002年に開始されたアジア太

平洋障害開発センタープロジェクトは、多くの関心を集めて開始された。1 期、2 期、それぞれの

期間で画期的な活動を実施してきたことは周知の事実である。開発の分野に関心を寄せる者であ

れば誰しもバンコクを訪れた際には必ず立ち寄る名所扱いもされてきた。 

 

 今回終了時評価を終えた 2 期目は、1 期目とどう異なるのか。 

① 障害当事者の中でも今まで脚光を浴びることのなかった知的障害の人たちに対する活動

が開始された。 

② 団体や活動での様々なネットワーク化をすすめたことで、特に AO の数が増加し個々の対

応が難しくなった状況に対処することができた。 

③ 域外の機関や団体、大学を巻き組むことで単なるアジア太平洋の NGO という立場を越え、

世界レベルの団体として認知されるようになってきた。 

④ JICA 専門家の期間途中での交代が何回か繰り返され、JICA 側の一貫した関与が難しくな

った反面、長期に APCD にかかわっていた職員の中に知識や技能が蓄積され、自信をもっ

て業務を遂行できるようになってきた。 

 

APCD が世界にも知られるようになったことは嬉しいことである。しかし世界人口の 60％とい

う広大なアジア太平洋をカバーしていくには、さらに域内の FP や AO との関係を強化せねばな

らない。そのために、APCD の今後の活動に対して以下のような期待をよせている。 
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まずは自助団体の育成である。草の根レベルの自助グループが APCD の自助団体育成や CBR

のコースで育成、強化され、従来の一般的自助団体の活動である啓発、所得創出、仲間づくりな

どを実施している。APCD はフォローアップを行い、これらの団体の発展を支援することが求め

られている。彼らにいかに自分たちも社会のかけがえのない一員であると自信をもたせ、権利条

約で言われているような権利があることを理解させるには、いろいろな方法がある。JICA が支援

した第三国研修は、効果的方法として是非今後も採用されるべきであろう。主催を託された障害

当事者団体は自国政府が関与するので政府との関係が強化され、また国際会議を開催したという

実績により国内での評価を高めることができる。また自分たちのメンバー以外の自助団体を招待

することで、国内でのクロス・ディスアビリティー活動の育成につながり、強力な権利擁護運動

が展開できるようになる。招かれた自助団体も初めて国際会議の場に出ることで、モデルとなる

障害者リーダーや障害者団体と出会うことができる。 

次には、1 期目に大きな成果をおさめた自立生活運動のフォローアップでの活用である。フォ

ローアップの中でも特に力を入れていかねばならないと思われるのは、知的障害者の自助団体で

ある。親や関係者が従来どおり支援を継続していくだけでは、彼らの意思決定が尊重される団体

に育つのは難しい。日本では自立生活センターで当事者主権のあり方を学んだ当事者自身や介助

者が知的障害者支援の中心となり、当事者の会が増えていった背景がある。サポーターとしての

彼らは、時間をかけて当事者が意見を述べられる環境を提供してきた。今後は知的障害者の自助

組織の支援者を教育していくようなシステムの構築が、APCD に求められる。2 期目には関与が

あまりなかった自立生活分野の障害者が蓄積してきた技能は是非とも活用されるべきである。自

立生活センターの障害者はすでに CBID のコースの講師となっているが、CBID のみでなく知的

の分野でもプログラムづくりからかかわり、どうやって当事者主体の自助活動ができるのか提言

を行っていくべきである。 

後に障害者主体の活動を重視している CBID の推進である。CBR ではなく、CBID を推進し

たいという APCD の姿勢は評価したい。しかし 30 年余の歴史をもつ CBR の定義は幅広く解釈さ

れ、特に昨年決定されたマトリックスでは障害に関する医療モデルから社会モデルまでの広範な

活動を網羅している現状から、APCD の活動では CBR/CBID と連名の表記を使用している。CBID

と CBR の相違点の説明は繰り返し行ってほしいし、時期を見て両者の住み分けも行ってほしい。

アクセシビリティーとユニバーサル・デザインが効果的に住み分けを行うことで、障害者の生活

しやすい環境がもたらされるように、CBID と CBR がうまく共存することで障害者の権利の推進

がすすむ。 

 

APCD は世界にも例がない誇るべき活動である。そのユニークさを維持し続けるには、JICA の

支援とそして当事者団体の協力が必要なことは言うまでもない。 
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